
 

 

 

 

摂 津 市 議 会 

 

総務建設常任委員会記録 
 

 

 

平成３０年１０月２３日 

 

 

 

 

 

 

摂 津 市 議 会 
 



 

 

目       次 

 

総務建設常任委員会 

１０月２３日 

 

 会議日時、場所、出席委員、説明のため出席した者、出席した議会事務局 

 職員、審査案件--------------------------------------------------------------1 

開会の宣告------------------------------------------------------------------2 

 副市長発言 

 委員会記録署名委員の指名----------------------------------------------------2 

 認定第１号所管分の審査 -----------------------------------------------------2 

 （総務部、建設部、消防本部所管分） 

  質疑（野口博委員、三好義治委員、村上英明委員） 

 散会の宣告-----------------------------------------------------------------54

 

 



- 1 - 

 

総 務 建 設 常 任 委 員 会 記 録 
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  委 員 長 渡辺慎吾   副委員長 村上英明   委  員 野口 博 

  委  員 南野直司   委  員 三好義治   委  員 香川良平 

  委  員 松本暁彦 
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市民税課長 船寺順治  納税課長 早川 茂  工事検査室長 松波利彦 

建設部長 土井正治  同部参事兼都市計画課長 西川 聡 

同課参事 門田 晃  水みどり課長 竹下博和  建築課長 寺田満夫 

道路管理課長 井上斉之  道路交通課長 永田 享 

消防長 明原 修  消防本部次長兼消防署長 橋本雅昭 

消防本部参事兼総務課長 松田俊也  予防課長 納家浩二 

警備課長 木下正雄  同課参事 日野啓二 

警防第１課長 幸田英基  同課参事 大坪孝志 

 

１．出席した議会事務局職員 

  事務局長 藤井智哉 同局次長代理 田村信也 同局総括主査 香山叔彦 

 

１．審査案件 

  認定第１号 平成２９年度摂津市一般会計歳入歳出決算認定の件所管分 
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（午前９時５６分 開会） 

○渡辺慎吾委員長 ただいまから、総務建

設常任委員会を開会します。 

 本日の委員会記録署名委員は、南野委員

を指名いたします。 

 質疑の途中ではございますが、このたび

の障害者任免状況にかかわる報道につい

て、副市長より発言を受けます。 

 副市長。 

○奥村副市長 おはようございます。 

 申しわけございませんが、冒頭に少し時

間をいただきたいと思います。 

 昨日、平成２９年６月１日現在の障害者

の任免状況等の再点検の結果が、大阪労働

局から公表され、公表に伴う新聞報道等が

ございました。 

 総務建設常任委員の皆様には、協議会を

開催していただく運びでございましたが、

協議会において説明をさせていただく前

に公表があり、公表時期の把握が十分でな

かったことにつきまして、まずは深くおわ

び申し上げたいと思います。 

 経過でございますが、在職中に病気等を

発症され、内部障害の身体障害等の状況に

なった職員について、主治医の診断書に基

づき、産業医の助言等をいただきながら、

職場や職務上の配慮を行うとともに、障害

者雇用として積算しておりました。 

 我々といたしましては、この手法で問題

ないものと考えておりましたが、内部障害

の場合は、指定医の診断書が必要であるこ

とが判明したため、国への報告済みの雇用

率を訂正させていただいております。 

 今後は、該当職員に指定医の診断を求め

るとともに、障害者雇用のさらなる拡大に

努めてまいりたいと考えておりますので、

どうかよろしくご理解のほどお願い申し

上げます。 

○渡辺慎吾委員長 ここで、委員の皆様に

ご相談ですが、ただいまの件につきまして、

既に本日の朝刊で、本市の報道もされてお

ります状況下で、当委員会といたしまして

は、本日中に協議会を開催すべきと考えて

おります。 

 そこで、本日の決算審査は、午後３時ま

でとし、午後３時３０分から、この件に関

する協議会を開催したいと思いますが、い

かがでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○渡辺慎吾委員長 それでは、異議なしと

認め、そのように決定しました。 

 それでは、先日に引き続き、認定第１号

所管分の審査を行います。 

 質疑に入ります。 

 野口委員。 

○野口博委員 皆さん、おはようございま

す。 

 それでは、まず、冒頭ですね、きょうは

決算審査ですので、前段として、平成２９

年度がどういう年度だったのかについて、

個人的な見解として、述べておきたいと思

います。 

 昨年は、ご承知のとおり、市会議員一般

選挙がありました。その前年度には市長選

挙がありまして、森山市政４期目の本格的

なスタートの年でありました。条例として、

子育て支援策ということで、１８歳までの

医療費助成制度の拡充、ひとり親家庭につ

いては２２歳まで拡充、あわせて、就学援

助制度については、入学前準備金について、

８月支給を入学前の２月支給に切りかえ

るなど、子育て支援策が大きく前進をした

年でありました。 

 また、２年連続公共料金の値上げは行わ

れず、介護保険制度の関連では、要支援の

方に対する保険サービスについては継続
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を実施するということなど、市民的にも願

い実現という点では、大きな前進が図られ

た年でありました。 

 その一方で、長年取り組んできたと思い

ますけども、市の責任を後退させる動きが

進行いたしました。小学校の給食調理業務

の民間委託、新たに千里丘小学校が追加さ

れました。学校校務員業務の民間委託も３

校でありました。それ以外には、正雀保育

所民営化、市民サービスコーナーの廃止な

どであります。 

 また、日本共産党として、北摂一高い上

下水道料金の引き下げを求める署名に取

り組み、８，０００人を超える署名をいた

だきましたが、結果的に引き下げは実現で

きませんでした。そんな年度であったかと

思います。 

 そういうことを前提として、幾つか質問

に入っていきたいと思います。 

 最初に、平成２９年度の財政的な決算状

況についての議論をちょっとしておきた

いと思います。 

 普通会計について、それに基づく、いろ

んな比較というものがあるんですけども、

毎年、この決算審査時点で利用していた資

料が手元にあったんですけども、昨年度か

ら手に入らなくなりましたので、現時点で

は手元にないという中で、各市との比較で

どうなのかという議論ができないのは大

変残念な状況でありますけれども、見解を

求めておきたいと思います。 

 予算的には、基金の当初取り崩しについ

て、２７億円から２０億円減らしまして、

７億円ということで、残高については、前

年対比で５億円減少したけれども、その総

額は１３８億円、当市の主要基金３基金で

あります。 

 歳出総額が３２９億円になりましたの

で、市民お一人当たり約３８万円というこ

とで、大体例年でいけば、歳出額は大阪府

下自治体の中で、堺市と大阪市を除いてナ

ンバー５に入っていると思います。２億１，

０００万円の黒字でありました。財政力を

示す指数である財政力指数が単年度で平

成２９年度は久しぶりに１.００を超えま

した。いわゆる富裕団体ということで、財

政学的には、そういう言い方をしますけど

も、普通会計ベースで財政状況についてそ

ういうことが出ているわけでありますけ

れども、担当として、この大枠として、ま

ず、この財政決算状況についての見解を求

めておきたいと思います。 

 財政問題の二つ目、中期財政見通しであ

ります。 

 毎年、この中期財政見通しについて、そ

の信頼性の問題について議論を重ねてき

ました。今回の平成２９年度決算を受けて

の中期財政見通しでは、平成３７年度に基

金も全部取り崩して、マイナス３２億８，

４００万円になるということで、早期健全

化団体になると。平成３８年度に５４億円

を超える赤字が出るので、財政再生団体に

なることを示しておりますけども、この中

期財政見通しについて、これまで信頼性の

獲得など議論しておりましたけども、どう

いうふうに見ているのか、これ２点目です。 

 ３点目は、市民の暮らしの状況で、事務

報告１２４ページに、市民税の納税者数が

示されています。毎年議論しておりますけ

ども、この平成２９年度の納税者数の推移

もそうでありますけども、摂津市民の働く

方々が払っているこの課税額が、平成２９

年度はどうなのかということについて、３

点目、お答えいただきたいと。 

 ４点目は、法人市民税であります。 

 平成２９年度、２６億円を超える数字に
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なりました。この２６億円を超えた法人市

民税という金額については、消費税率が

５％になった１９９７年、橋本内閣時代で

ありますけども、摂津市も税収が過去最高

の年度でありました。このときに匹敵する

法人市民税が歳入として入っているわけ

であります。その辺をどう見るかというこ

とになりますね。 

 法人市民税に加えて、株式等譲渡所得割

交付金が８，１００万円を超えています。

通常は１，０００万円前後で推移している

んですけども、今回も、当初１，０００万

円で組んだけれども、決算額で８倍を超え

ているわけです。こういう法人市民税の税

額とか、この交付金の数字を見たとき、今

の市内の法人企業の経営状況がどうなの

かということについての認識、お答えいた

だきたいと思います。 

 ５点目は、交付税問題であります。 

 今回は、特別交付税８，４００万円のみ

でありました。普通交付税なしということ

で、平成２９年度は不交付団体になりまし

た。平成３０年度は、交付団体となったわ

けでありますけども、この間の数字を見ま

すと、平成１７年度から平成２３年度まで

の８年間は、不交付でありましたが、平成

２４年度から平成２８年度の５年間は交

付団体でありました。 

 いつも不思議に思うのが、この財政学的

には、摂津市の財政状況は府下でもトップ

クラスでありますけども、人口規模は小規

模の自治体でありますので、全体のパイは

少ないということは当然であります。 

 しかし、それを見たとしても、近隣各市

のこの数字が、平成２９年度は手元にあり

ませんので、平成２８年度で言いますけど

も、高槻市が平成１５年度に中核市になり

ました。ここでは、交付税が９６億円であ

ります。特別交付税が５億円で、普通交付

税が９１億円、摂津市はゼロですよ。吹田

市が８．５億円、これ特別交付税が１億円

で、普通交付税が７．５億円であります。

摂津市より少し人口が多いですけども、同

じような規模の池田市、ここが２９．７億

円、特別交付税が５．９億円、普通交付税

が２３．８億円、箕面市は富裕層が多い自

治体ですけれども、特別交付税が７億円で

ありまして、こういう近隣各市の人口規模

で見たときのこの財政状況といいますか、

摂津市は、人口が約８万５，０００人の小

規模自治体、しかし、財政力はトップクラ

スだという、こういう中での普通交付税の

結果について、どう考えているのかをお答

えいただきたいと。 

 ６点目、地方消費税です。 

 当初、１８億９，０００万円の予算組み

がされました。決算額が約２億円減少して、

１６億９，４６０万円という数字になって

おりますけども、単純にこの理由といいま

すか、お答えいただきたいと思います。 

 次に、防災管財課です。３点お尋ねいた

します。 

 事務報告書の５８ページに、鳥飼小学校

区でワークショップを行われて、防災マッ

プ作成をされたと。前年度に私ども香和自

治会で初めて、洪水ハザードマップをつく

らせていただきました。 

 今回の地震だとか台風を見たときに、こ

れまでいろいろ研究されて地域防災計画

をつくり、地域の防災力向上という角度か

ら、こういう地域別のワークショップを開

いて、そこで、いろんな研究もし、まとめ

る作業を行ってきたと。これが、今回の地

震や台風で生かされたのかというところ

が大変疑問であります。 

 先日、私どものマンションでも、市の職
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員に来ていただいて、出前の防災講座をや

っていただきました。 

 １年前の、うちの洪水ハザードマップで、

いわゆるお助けする人、お助けされる人、

そういう確認もする作業も行いましたけ

ども、そうした場合に、地域で防災協定を

行って、うちのマンションも洪水が発生し

た場合に、避難場所の位置を確認されたわ

けです。避難者が来たときに、例えば毛布

だとか、いわゆる食料品だとか、おトイレ

の問題とか、それをどうしようかという議

論になるわけです。そうした場合に、じゃ

あ、それはマンションの管理組合で用意す

るべきなのかどうか、市にお願いするべき

なのかどうか、すぐにでもそういう災害が

発生したときに、どないしましょうかとい

う感覚でいるわけであります。 

 そういう市民感覚を含めて、冒頭に申し

上げた、この間取り組んできたことと、実

際のこのたびの地震だとか、台風との関係

で、どういう評価を行っているのか、お答

えいただきたいと。 

 あわせて、これだけ市民的なそういう受

けとめも広がっておりますし、確かに専門

家も今後３０年以内で七、八割の確率で南

海トラフ地震は発生しますとおっしゃっ

ている中で、この防災講座をどんどんやっ

ていただいています。なかなか希望されて

も、そう簡単には来てもらえないというこ

ともあると思いますけども、そういうこと

も含めて、この防災管財課の職員体制の充

実の問題ですね。これは当然やっていかな

ければならないと思っています。そういう

点で、出前講座の平成２９年度の数だとか

含めて、その辺の体制問題についてのお答

えをいただきたいと。 

 次に、公用車の問題であります。 

 事務報告書の５１ページに、車両管理の

いろんな数字があります。冒頭ちょっと言

いませんでしたけども、平成２９年度は、

公用車の事故が大変多い年度でもありま

した。いろんな議論が本会議でもされまし

た。 

 現在の公用車についての台数だとか、事

故防止に向けた取り組みについて、どうい

う対応されているのか、この際、お尋ねし

ておきたいと思います。 

 三つ目は、市営住宅の問題であります。 

 今、市営住宅は２１０戸であります。事

務報告書の５３ページに紹介されており

ますけども、府営住宅がちょっと前の数字

でありますけども、１，０３０戸、いわゆ

る公営住宅、府営住宅と市営住宅の合計が

１，２４０戸になります。きょうは、いわ

ゆる住宅マスタープランの関係で、平成２

５年３月に策定されて、取り組んできてお

りますけども、今回の災害を受けて、衣食

住、生きていくための最低の３要件の中で、

住に対して、いわゆる賃貸住宅に住んでい

る方々との関係で、いろんなことが今起き

ております。 

 そういう実態も含めて、単純にはいかな

いと思いますけども、この摂津市として、

快適で低家賃の公営住宅の提供について、

いろんな方策はあると思いますけども、ど

う取り組むのかと。住宅マスタープランの、

例えば施策の方向性の中の１１番目に、住

宅困窮者への住宅の確保と支援というの

が載っています。その中で、公的賃貸住宅

の活用、民間賃貸住宅の活用と書いていま

す。具体的に、こういうふうに方策の基本

方向も示されて、４年、５年たつわけであ

りますけども、改めて、ちっこいまちであ

りますけども、賃貸住宅の比率が、共同住

宅も含めて、平成２２年の数字では、４５．

７％あるわけです。半分近くがそういう状
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況で生活をされていますので、いわゆる民

間賃貸住宅の借り上げとか、ときには大阪

府との関係もありますけども、府営住宅の

空き部屋とか、いろんなことも含めて、い

かに衣食住の住を提供するかというとこ

ろは大事な問題の一つだと思っています。

そういう点について、どうなのかお聞きし

たいとおもいます。 

 次に、納税関係です。 

 平成２９年度は、市民の方が勤めている

会社に対して、住民税の通知書にマイナン

バーを記載する問題が国内で大きな問題

になりました。 

 摂津市は、このマイナンバーを記載して

送りました。全国でも、大阪府下でも、マ

イナンバーを記載しないで、アスタリスク

表示などで郵送したところもたくさんあ

るわけでありますけども、私どもも、この

問題について、いわゆる関係団体の財務省

との交渉結果も明らかにしながら、やめる

べきだということを強調してきましたけ

れども、摂津市は、平成２９年度はマイナ

ンバーを記載して通知いたしました。 

 その後、全国で大きな問題になって、総

務省が、ことしの１月１日付で、記載しな

くてもペナルティーはないとの見解を示

し、マイナンバーの記載をやめる方向にた

ったの１年で変わったわけであります。こ

うした経過を含めて、改めて、この問題に

対して、どのように整理をされているのか、

お答えいただきたいと。 

 次に、不納欠損の問題であります。 

 事務報告書の８２ページに、不納欠損処

分状況が示されておりますけども、平成２

９年度は、納税猶予制度が改正をされて、

国内的にも一定、この滞納問題に対する改

善が図れまして、そのことを含めて、いろ

いろ申し上げてきました。 

 少し実例を含めて紹介をしてほしいと

思うんですけども、以前みたいな議会でも

問題になるような対応はもうないと思う

んですけども、こういう納税猶予の改正を

含めて、このときに指摘した納税者の生活

実態の把握に努め、市民に寄り添った対応

を行うべきだということが、ここでも協調

されて、そのことを求めてきました。そう

いう角度から、市独自の対応について、そ

ういう実例があれば紹介もしながら、どう

いう動きをしてきたのか、ご答弁いただき

たいと思います。 

 次に、固定資産税の減免問題であります。 

 摂津市税条例第７８条に減免が規定さ

れています。そのことを受けて、摂津市税

条例施行規則第２３条で、具体的な中身が

そこに記載しております。きょう問題にし

たいのは、公的な支援の枠と言われる家屋

の全壊、半壊、床上浸水という、この枠が

ありますけども、これまで答弁としては、

この公的な支援の議論の中で、民間の災害

保険をかけている率がこれだけあります

と、だからそっちで頑張ってほしいという

対応も、ご意見もありましたけども、今回

の大阪北部地震だとか、災害によっての損

壊状況は、そういう枠よりも少ない一部損

壊なんですよ。しかし、罹災証明をとりあ

えずとったと、１０万円か２０万円かけて

修理しましたと、しかし、民間の災害保険

でも、評価額の２０％以下とか、その保険

が適用される被害の率より少ないので、う

ちのマンションでも、今回１，７００万円

の予算で、来月から工事始めていきますけ

ども、評価額の５％以下の被害なので、保

険金は出ないということがあります。そう

いう点では、加入している民間の災害保険

でも対応できない、そういう方々の多くは、

一部損壊となっています。 
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 そういうことを見ますと、改めて、この

固定資産税の減免問題について、少なくと

も、そういう被害問題について関係するも

のでありますので、現状から見て、やっぱ

り改善すべきだと思います。いろいろな議

論はされてきたと思いますけども、この問

題について、どうなのか、お答えいただき

たいと思います。 

 次に、小規模工事登録制度の問題であり

ます。 

 平成２９年度、摂津市でこれが導入され

て１１年目を迎えてました。当初、平成１

９年度、開始年度に比べて発注額は８倍に

ふえております。この間いろいろ指摘もし、

担当として努力をされてきたと思います

けども、より改善し、公平・平等に仕事を

してもらうと、傷んだ場所からしても、す

ぐに改修していただけるということを含

めて、どういう取り組みがなされているの

か、お聞かせいただきたいと思うんですけ

ども、時間の関係で、より見直ししていた

だくように要望しておきたいと思います。 

 次に、建設部の関係で、お尋ねいたしま

す。 

 事務報告書の６４ページに、事後審査型

期限付一般競争入札分ということで、平成

２９年度分が記載されています。数字がど

うのこうのじゃありませんが、摂津市の公

共事業のあり方について、この間、入札に

ついて、いろんな取り組みが行われてきま

した。昔は、ご承知のとおり、最高予定価

格と最低価格も公表して、面接を行って

云々という対応も行ってきましたが、そう

いう取り組みの中で、現状、この平成２９

年度の公共事業の平均落札率、これが何％

なのか、一回教えてください。 

 それと、市内企業との関係で、この市内

の企業の皆さんは、摂津市に何を求めてい

るのか、その辺も把握しておれば、あわせ

て答弁いただきたいということと、この前

も本会議で渡辺議員が質問されて議論に

なりましたけども、その市内企業の実態を

含めて、より多くの仕事をしてもらうと、

環境整備していくために、いろんなこの資

格をとってもらうとか、いろんな議論があ

ると思いますけども、地元市内企業の支援

策の取り組みなどもあわせて、紹介をして

いただきたいと思います。 

 次に、市内公共施設巡回バスの関係であ

ります。 

 この間いろいろ改善していただいて、こ

とし１０月からは公共施設巡回バスにつ

いては２台運行に改善が図られました。そ

ういう取り組みは評価しますが、市内を回

っている中での市民の反応から、より改善

してほしいという質問であります。 

 これまでもいろんな形で取り上げてき

たわけでありますけども、パソコンで、こ

れ市内巡回バス路線一覧表、一応、このス

ケールであります。摂津市はちっこいまち

で長靴上の形をしておりまして、小規模の

自治体でありますけども、そこに住んでい

る方々は、市役所に年に数回しかいかない

けども、市役所へ行く交通手段が欲しいと

いう方が最近特に多いです。私の地域でも、

桜町などは比較的に市役所に近いですけ

ども、もう高齢者の方々は自転車も乗れな

いと、しかし、自分の子どもたちは近くに

いないと、いろんな証明書もらいにいかな

きゃならんということで、そういう方々も

結構おるわけで、そうしたいろんな改善を

図ってきたけども、現時点で、いろんな要

望もあるわけであります。それは、高齢者

社会という一つの切り口が当然あるかと

思いますけども、ぜひ、そういう問題に対

して検討していただきたいと、デマンドタ
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クシーとかもあるかもわかりませんけど

も、いろんなＮＰＯ法人を募っていただい

て、そういう一月に一回とか、一年間に数

回とかで、各公共施設を送迎するという、

そういうグループ分けでも構わんと思い

ますけども、いろんな検討課題はあると思

いますので、その辺の改善方向について、

お考えをお聞かせいただきたいと。 

 次に、決算概要１１６ページに、道路補

修事業があります。以前は摂津市がこの北

摂の中でも、交通事故が多い自治体であり

ましたが、一転改善されているかと思いま

すが、幹線道路で市域が寸断されています

ので、そういう状況の下では、なかなか高

齢化社会の中で、そう簡単には改善されな

いということだと思いますけども、平成２

６年２月に市内の府道に関する都市計画

道路の多くが廃止されました。昭和３７年

に府道を指定されて５０年余りたって廃

止されたわけです。その中で、いろんな

方々からいろんなご意見が出ていますけ

ども、そのときに、安全面はきちっとやっ

ていきますよという話でありましたけど

も、この間、具体的な例として、この廃止

をされたけども、どういう取り組みを行っ

てきたのかという切り口でご答弁をいた

だきたいと。 

 駅前の幹線道路の関係で、阪急正雀駅前

と千里丘三島線に係る事業、これ中期財政

見通しの主要事業に入っています。そうい

う点からの質問でありますが、さっき、こ

の前、阪急正雀駅前のことについては、裁

判との関係、権利関係の取り組みについて

は紹介があったので、早期になるように取

り組みを努力していただきたいというこ

とでお願いしておきたいと。 

 千里丘三島線の問題であります。ようや

く、あの路線の中で、１権利者の解体工事

が始まっていきます。交差点のあの大きな

ビルでも、基本的な金額提示をして、交渉

が始まっていると思います。これまでも述

べてきましたけども、いろんな権利者の事

情もありまして、昔は、早目にこの場所も

拡幅整備工事が始まるというときもあり

ましたけども、それを言っても仕方ありま

せんので、そういう地元権利者の意向を受

けて、早目にやってほしいということで、

現状どういう取り組みをなされているの

かということと、この数年間の取り組み方

について、教えていただきたいと。 

 次に、決算概要１１４ページの千里丘駅

前広場管理事業です。 

 先日もこれについて議論されました。私

のほうからは、毎週１回、駅前で宣伝をさ

せてもらっています。なかなかきれいにな

らないと、単純な問題ですよ。いろいろそ

のたび雨が降ったら、上の、この直面にな

っている屋根からどんどんと水が落ちる

とか、電話ボックスのところから、なかな

か雑草が駆除されないという問題を含め

て、いろいろ申し上げてきました。 

 広報板も傾いています。傾いているから

倒れるかどうかという問題ではありませ

んけども、傾斜があるわけです。そういう

問題があったり、それと、フォルテの１階

に駐輪場があります。そこに自転車を置い

て、ガード側から階段を上って駅に行くと

きに、その際に植樹帯がありますけども、

大変汚いと。いろいろお金もかけて駅前周

辺を整備していただいておりますし、ＪＲ

との管轄が違う面も当然ありますので、一

定時間もかかることも承知しております

けども、摂津市の玄関口の一つでもありま

すので、できるだけきちっと平時からして

いただきたいというのが一つ。 

 もう一つは、６月の地震から約４か月が
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過ぎました。今はぼちぼちうちのマンショ

ンもそうでありますけども、改修工事が始

まっています。 

 しかし、フォルテ摂津の広場の部分です

ね。歩道の部分に、黄色いテープが貼られ

ていて、壁も直らないという状況です。当

然、管理組合で議論されて、予算が組まれ

て、事を進めていますけども、おもて玄関

の周辺で、皆さんもおっしゃっているんで

すけども、なぜ早くできないのかという素

朴な質問であります。そういう二つの問題

について、早期に解消すべきだという問題

でありますけども、どうお考えでしょうか。 

 次に、浸水問題であります。 

 決算概要のページ、１１８ページに、排

水路ポンプ場ということで、関係予算が一

応出されています。毎年この間、予想を超

えるといいますか、豪雨が発生いたします。

これまでいろんな角度から指摘もしてき

ましたけども、この今ある施設をきちんと

整備をして、少なくとも、摂津市独自で努

力すべき範疇については、予算もつくって、

計画的に進めてほしいという立場から、い

ろんな質問を行ってきました。その中の一

つが、いろんな水路から、神崎川とか、番

田水路、鳥飼水路に排水をさせる機能を持

つポンプ施設、これが１７か所ありますけ

ども、一つしか自家発電装置がありません。

今でもそうだと思います。残り１６か所は

ないんですよ。 

 うちのマンションでも、１階に電気設備

がありまして、例えば、浸水の場合、その

電気室が浸水しますから、マンション全体

で電気が使えなくなるということで、どな

いしましょうかという議論を行っている

わけでありますけども、そういうポンプ場

の設備ついて、これ浸水しても、ちゃんと

その機能を失うことのないようにする必

要があると思うんですよ。この問題につい

て、現状はどうなのかということと、今後

の取り組み方についてあれば、教えていた

だきたいと思います。 

 あわせて、安威川ダムの問題であります。

決算概要の１３０ページに、水みどり課所

管で、安威川ダム水特法第１２条負担金で

３９９万６，０００円とあります。 

 昔、ダムをつくるために約２億円近い予

算が摂津市も負担があるということで言

われとったんですけども、その辺のあと数

年で完成しようとしておりますけども、こ

の辺の負担金のぐあいはどうなのかとい

うことと、安威川ダムができても、今言わ

れているいろんな各地での洪水、豪雨を見

たときに、そこでのダムが決壊したり、ダ

ムの水を放水したりして、大きな被害がも

たらされています。そういうことを含めて、

安威川流域の総合治水対策をすべきだと

いうのが改めて大事だと思っていますけ

ども、その辺の金額の問題等、その安威川

ダムの問題と、これで大丈夫かという問題

についての見解ですね、お願いしたいと。 

 公園遊具の問題については、先日も議論

されましたので要望にしますが、ＡＢＣＤ

というランクをつけて、頑張って修理をし

ているということになっております。しか

し、ぱっと事故が起きる可能性もないと言

えませんので、より慎重に、きちっと検査

していただいて、日々対応をよろしくお願

いしておきたいと思います。 

 民間住宅の耐震化の問題であります。 

 これについては、平成２９年度は利用者

が少ないんですよ。耐震診断にしても、改

修にしても、もう内訳は先日ご答弁された

けども、このなぜかという問題ですね。そ

れに対してどう対応したらふえるんかと

いう問題について、ちょっとお尋ねしたい
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と。 

 制度上は、僕も理解不足もありますけど

も、改修費用については、定額で７０万円

の負担をしていただけるという話があり

ます。例えば、２００万円かかりましたと、

その場合でも７０万円のお金が出るのか

という、ちょっとわかりやすく、この実際

の改修費用と支援金の関係ですね、どうな

のか、説明していただくのと、なぜふえな

いかという問題について、個人負担の問題

について、なかなか負担がしんどいという

ことから、それをどう解消するかというこ

とで、この市独自の改修費貸付制度の創設

というのもありかと思っているんですよ。

毎月の返済１万円とか２万円とか、少ない

金額であれば、例えば５０万円で５０か月、

約４年で返せますし、そういう改修費用に

対する市独自の改修費貸付制度、それにつ

いて、どうなのかと、一回ご答弁いただき

たいと。 

 最後に、消防であります。 

 平成３０年４月１日現在で、消防職員３

人を含めて、９７名の体制についての質問

であります。 

 正職が９３名ということであります。い

ただいた資料では、９７名ということで、

国の消防力の整備指針に対して１９５名

ですので、９７名の場合、マイナス９８名

で約５０％という達成率であります。消防

団については、消防力整備指針では４４０

名に対して４０８名、約９３％であります。 

 きょう、お尋ねしたいのは、消防職員の

問題について、今回の地震や台風の災害、

被害を受けて、僕らもあたふたしましたけ

ども、行政側も大変な対応だったと思いま

す。これからいろんな角度で防災体制につ

いて、どう立ち向かっていくのかというこ

とで、当然取り組みが広がっていくだろう

と思いますけども、やっぱり、専門職員が

必要だと思います。そういう点での専門職

として、消防職員の数の問題について、や

っぱりきちっと予算もつけて整備すべき

だという立場からの質問でありますけど

も、この消防職員の体制について、今後の

計画だとか、南海トラフ地震の想定を見て、

摂津市の地域防災計画を見ても、じゃあ、

消防職員何名必要かという、そういう切り

口の職員増員計画がないわけであります。

南海トラフ地震などが来た場合に、近隣市

からの支援体制はあるかもわからないけ

ども、なかなかその場合はしんどいと、や

っぱり自前で頑張る部分も当然あります

ので、そういう大きな災害を見たときに、

現状の体制でいいのかという問題があり

ますので、その辺の切り口も含めて、消防

長のほうから、お考えいただければと思い

ます。 

 以上です。 

○渡辺慎吾委員長 谷内田課長。 

○谷内田財政課長 それでは、平成２９年

度の決算状況、これにつきまして、お答え

いたします。 

 委員もおっしゃっていただいていまし

たように、府内各市町村の詳細については、

大阪府からもちょっと公表がまだですの

で、詳細な分析等はできてない状況ではご

ざいます。 

 歳出の総額規模だけで比べますと、政令

市を除く３１市中、摂津市の位置といたし

ましては、上から２１番目ということにな

っております。それ以外の摂津市の経年比

較の中で財政状況を分析いたしますと、や

はり、今回経常収支比率が１００％を超え

たこと、それから主要３基金の現在高が２

年連続で減少したこと、これが大きな点で

あると認識しております。 
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 経常収支比率につきましては、平成２４

年度以来、５年ぶりに１００％を超えてい

るという形になっておりまして、基金につ

きましては、この２年連続の主要基金の減

少、これを過去にさかのぼって確認いたし

ますと、平成１８年度、平成１７年度まで

さかのぼるという形になっております。 

 平成１８年度につきましては、主要３基

金、数字上はふえておるんですけれども、

総合福祉会館の整備基金、これを廃止しま

して、公共施設整備基金に積みかえを行っ

たという状況がございまして、実質的には

減ととらえております。 

 この平成１８年度、平成１７年度につい

て、思い返してみますと、やはり財政状況

が一番しんどいときであったのかなと考

えております。ただ、その当時、公債費が

まだまだ高い状況にあり、人件費について

も、一定の高い数字だったと。将来的に、

公債費、起債の発行抑制、その当時から取

り組んでおりまして、先々は公債費の減が

見込めていた。人件費についても、定員管

理を行っていく中で、退職手当の減等が

先々は見込めていたという状況にあり、そ

の一番しんどい時期を何とか超えれば、先

が見えてくるという状況がございました

けれども、平成２９年度決算、それから、

今後の状況を踏まえますと、そういった公

債費の大幅な減、人件費の減、そういった

ところが見込めない中で高齢化が進み、い

ろいろ社会保障への対応、そういったとこ

ろが懸念されておりますので、その当時の

状況よりも、なかなか厳しい対応が求めら

れている状況にあると考えております。 

 続きまして、中期財政見通しの件につい

て、お答えいたします。 

 中期財政見通し、この作成時点での条件、

それから、予定されている税制改正等を踏

まえて作成いたしております。その中で、

実際に年度が進むにつれて、状況の変化、

それから税制改正等ございますので、数字

としては、委員もおっしゃっていただいて

いますように乖離が生じております。ただ、

この数字、一定改善されている要因といた

しましては、この中期財政見通しを提示す

ることによりまして、各課さまざまなご努

力をいただき、なおかつ、行革ですね、そ

ういった取り組みをしていただいたとい

う効果額があり、この数字の改善につなが

っていると、まずは思っております。 

 それ以外にも、普通交付税を見込んでい

なかった年度に交付があったとか、あと、

土地の収入ですね。ＪＲの操車場跡地、こ

の売却が近年では大きく影響しておりま

すけれども、この売却につきましては、中

期財政見通しを立てる上では、１５億円の

収入を見込んでおりましたが、実際のとこ

ろは６８億円を超える収入があったとい

うこともございます。 

 また、このＪＲの操車場跡地の土地以外

にも、低未利用地の売却等を進め、そうい

ったところで収支の改善が行われたと考

えておりますので、まずは、この中期財政

見通しをつくる上での一定の条件のもと

で、先々どうなるのかというのをお示しし

まして、行革の努力、それから、各課、そ

れ以外にも事業の効率化、そういったとこ

ろに取り組んでいただきたいということ

で、この中期財政見通し作成いたしており

ますので、その点、ご理解いただきたいと

思います。 

 私のほうからは、以上です。 

○渡辺慎吾委員長 船寺課長。 

○船寺市民税課長 平成２９年度の市税

収入についてのご質問に、個人市民税、法

人市民税に分けて、お答えいたしたいと思
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います。 

 個人市民税の決算額については、収入済

額が４４億５，３４７万２，９４２円で、

この額は、前年度と比較して１．３％の増

でございます。 

 平成２７年度から平成２８年度の増加

率が１．９％、平成２６年度から平成２７

年度の増加率が３．５％であることから、

個人市民税の増加率については、やや減少

傾向にございます。 

 また、納税義務者数で見ますと、平成２

９年度は４万１，００５人で、前年度と比

較して１．３％の伸びで、過去２年間の増

加率が毎年１．４％の増であったことから、

生産人口の減少の中で、雇用状況について

は順調に推移しているものと考えており

ます。 

 また、その内訳について見ますと、平成

２９年度は均等割のみの方は減少し、均等

割と所得割、両方の納税義務者数がふえて

いることから、人手不足や最低賃金等の引

き上げにより、この部分については、ふえ

たと考えております。 

 法人市民税については、収入済額が２６

億３３６万２，７６６円で、前年度と比較

して２０．８％の増となっております。平

成２７年度から平成２８年度がマイナス

６．９％の減、平成２６年度から平成２７

年度が６．６％の増であったことから、平

成２９年度については大きな伸びとなっ

ております。 

 平成２８年度の減については、税制改正

などの影響によるものであると考えてお

りまして、平成２９年度の決算においては、

法人数も１０４件増加しており、景気の堅

調さは依然続いており、法人市民税の収入

についても、ふえているものでございます。 

○渡辺慎吾委員長 谷内田課長。 

○谷内田財政課長 それでは、交付税につ

いてのご質問にお答えいたします。 

 委員もおっしゃっていただいています

とおり、平成２９年度普通交付税について

は不交付、平成３０年度は交付となってお

ります。 

 この要因といたしましては、基準財政需

要額、こちらのほうについては、大きく増

減はなかったのですけれども、やはり基準

財政収入額、こちらのほうが、平成２８年

度に市たばこ税が大幅な増収となった影

響で、平成２９年度不交付、それから、平

成３０年度は交付となっております。 

 ただし、平成３０年度につきましても、

法人市民税、これが平成２９年度伸びてい

ます関係で、交付額については１億円を割

り込んだ金額となっております。先々を見

通しましても、そういった市税収入の動き

が大きく影響してくるかなと考えておる

ところです。 

 あと、近隣市との比較の中で申し上げま

すと、高槻市、それから茨木市、吹田市、

これらの市につきましては、中核市、それ

から特例市ということで、それぞれ行政サ

ービス、行政権能の差がございます。そう

いった点で、費目別で言いますと、都市計

画費、それから、その他土木費で基準財政

需要額が一般市と違い、いろいろと算定さ

れている関係で、こういった交付税の収入

額になっていると分析しております。 

 それ以外の池田市につきましては、委員

もおっしゃっていただいていますように、

人口も本市より少し大きい１０万人都市、

それから、市税収入等も、本市より少し少

ない、そういった中で、この普通交付税の

金額になっていることについてですけれ

ども、これにつきましては、池田市におい

ては、市立病院を持っておられることが少
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し大きな要因なのかなと。市立病院を持っ

ていることによりまして、保健衛生費とい

う費目において、大分補正がされていると

いうことで、この費目だけで比べますと、

大体７億円ぐらい池田市は、基準財政需要

額としては多い状況になっております。 

 それ以外につきましては、高齢者福祉費

において、本市よりも６億円から７億円、

基準財政需要額の算定額が多くなってお

りまして、このあたり、高齢化率、本市よ

りも若干、池田市が高いような状況にござ

いますので、そういったところが影響して

いるのかなと考えております。 

 それから、続きまして、地方消費税交付

金の歳入と歳出予算額と歳入決算額の差、

これが２億円あるというご指摘のところ

ですけれども、地方消費税交付金、これに

つきましては、予算計上する際、大阪府の

交付見込みでありますとか、国が策定して

おります地方財政計画、そのあたりの伸び

率等を参考にしながら、前年度予算、それ

から前年度決算見込みをそれらの参考数

値に掛けまして、予算計上を行っておると

ころでございますけれども、この消費税交

付金については、年４回交付されておりま

すけれども、実際に国が消費税を収納する

時期、それから、それをもとに、大阪府に

交付する時期、さらに、大阪府から市のほ

うに交付されるという流れになっており

まして、大分、実際に入った時期から消費

税交付金として交付される時期、このずれ

がございます。そういった点もありまして、

今回、予算計上額から２億円ほど下回る決

算額となっているのかなと分析しており

まして、今後、平成３１年度以降、予算計

上する際には、大阪府の見込み、それから

国の見込み、それらを十分に精査して、予

算計上に努めてまいりたいと考えており

ます。 

 以上です。 

○渡辺慎吾委員長 川西課長。 

○川西防災管財課長 では、防災管財課に

係りますご質問にお答えいたします。 

 まず、防災マップについてでございます。

この防災マップというのは、水害時の緊急

一時避難場所として、地域の中で背の高い

建物を地域の方に探していただいて、それ

をマップにするという取り組みでござい

ます。 

 今年に入りまして、西日本豪雨でありま

したり、台風が続いております。そのよう

な中、このマップがどう生かされたのかと

いうことなんですけれども、自主避難のお

問い合わせ、もうかなり多くちょうだいし

ておりますし、実際に自主避難された方も

随分多くなりました。このようなことから、

この防災ハザードマップの大きな狙いで

あります早目の避難という考え方がどん

どん形になってまいりまして、生かされて

きた、これが今の成果であると思います。 

 それから、また、このマップづくりを通

じまして、地域の背の高い建物の所有者の

皆さんには、緊急一時避難場所といたしま

して、ご協力をお願いしております。ただ、

この緊急一時避難場所なんですけれども、

扱いとしては、避難がおくれまして、市の

指定した避難所や浸水しないところまで

移動することに非常に困難が伴う、危険が

伴うという状態になりまして、命の危険を

回避するために、もう最後の手段として、

一時的に避難させていただく場所という、

そういう位置づけでございます。 

 具体的には、背の高いマンションであり

ましたら、例えば廊下であったり階段など

の共有スペースに立ち入らせてください

というお願いをしております。したがいま
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して、長期間の避難は想定しておりません

ので、備蓄品でありましたり、毛布であり

ましたりの配備は今のところ想定してお

りません。 

 それから、出前講座なんですけれども、

平成２９年度は７回出前講座を行いまし

て、延べ１４２人の方が参加されておられ

ました。 

 これ、業務について、なかなか多忙の中

どうなんだというお問いなんですけれど

も、防災管理係３名なんですけれども、こ

れで手が回らない場合は、当然、課内協力

で管財係のほうからも、一緒に出前講座の

手伝いに入ったりしながら、出前講座を進

めております。 

 続きまして、公用車の所有台数なんです

けれども、公用車、平成２９年１０月１日

現在なんですけれども、９３台所有してお

ります。 

 また、公用車の安全対策といたしまして、

平成２９年度に実施したことなんですけ

れども、まず、安全運転マニュアルを再配

布いたしまして、部内で安全確認の手順な

どを徹底していただきました。また、具体

的に起こってしまった事故の事例を詳し

く分析して、その資料を各部に配布して、

それも参考にして、いろいろ勉強いただき

ました。 

 また、サンドライビングスクールを利用

できないかという検討もいたしまして、こ

れは検討実りまして、ことしの８月のお盆

休みにサンドライビングスクールで訓練

をさせていただくことができました。その

ほか、外部講師を招きまして、年に２回、

安全運転講習会を開催いたしましたり、無

事故・無違反チャレンジコンテストに１０

５名が参加いたしましたり、このあたりを

通じまして平成２９年度安全運転の取り

組みを進めてまいりました。 

 続きまして、市営住宅施策の方向性でご

ざいますが、市営住宅を運営する目的は、

低所得者や社会的弱者の方に対して安い

家賃で住宅を供給する。それによりまして

市民の生活の安定に役立てようとするも

のでございます。この基本的な考え方は今

後も変わることはございません。 

 我々はその中で、効率的な運営と入居者

サービスの向上を図るために、平成２６年

度から指定管理制度を導入いたしまして、

きめ細やかな対応で一定の効果を上げて

おると考えております。 

 今後もこのような流れで運営を続けて

まいりたいと考えております。 

 それと、民間住宅の借り上げ等なんです

けれども、平成２４年度に三島団地を建設

する際、市営住宅を建てるのかそれとも民

間住宅を借り上げするのかという議論が

ございまして、その議論を経て三島団地が

建設されたと認識しております。 

 今のところ、民間住宅の借り上げ等の検

討はしておりません。 

 また、市営住宅２１０戸体制を維持する

と考えておりまして、これ以上、ふやすで

ありますとか、また、府営住宅の空き部屋

を活用するというところは今のところ検

討しておりません。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 船寺課長。 

○船寺市民税課長 住民税特別徴収税額

通知書へのマイナンバー記載について、ご

答弁申し上げます。 

 住民税特別徴収税額通知書へのマイナ

ンバー記載につきましては、平成２９年度

は記載した通知書を発送いたしました。 

 しかしながら、平成３０年１月１日、地

方税法施行規則の一部改正が行われまし
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て、この住民税特別徴収税額通知書へのマ

イナンバー記載については平成３０年度

以降は記載しない旨の条文が新たに追加

されました。そのことによりまして、平成

３０年度の通知書につきましては、マイナ

ンバーを記載しておりません。 

 今後も記載しない予定で進めていると

ころでございます。 

○渡辺慎吾委員長 早川課長。 

○早川納税課長 不納欠損、納税猶予制度

について、お答えさせていただきます。 

 平成２７年度に納税猶予制度の改正が

行われ、平成２８年度から施行されたこと

を受け、平成２９年度においてもその趣旨

を尊重し、納税者から聞き取りや実態調査

によって生活状況の把握に努め、必要であ

れば分割での納付を提案するなどそれぞ

れの方の状況に合わせて、市税徴収事務を

進めてまいりました。 

 個別の案件については、差し控えさせて

いただきたいと思いますが、納税猶予の要

件に合致しない方に対しても猶予制度の

趣旨を尊重し、その生活状況や収入状況を

総合的に判断し、事実上の猶予である分割

納付を積極的に適用してまいりました。 

 今後につきましても、税の公平の原則を

崩すことなく公正な事務の執行と親切で

きめ細やかな納税相談を行ってまいりま

す。 

 以上です。 

○渡辺慎吾委員長 中西部参事。 

○中西総務部参事 それでは、固定資産税

の減免につきまして、お答え申し上げます。 

 摂津市税条例におきましては、損壊割合

が２０％以上、内閣府の基準でいいますと

半壊以上の家屋につきまして減免対象と

いう形になっております。 

 委員のご指摘の一部損壊家屋の取り扱

いについてなんですけども、一部損壊家屋

につきましては、被災割合が軽度のものか

ら半壊に近いものまで非常に幅広い状態

になっております。それらを減免対象にす

るというのは非常に難しい問題があるの

ではないかと考えております。 

 ただ、近隣市におきましても、一部損壊

の家屋におきます減免につきましてはい

ろいろと考えられているところはござい

まして、今後、そういう近隣市の状況、情

報等も得ながら、本市としましても他市と

の整合性を図る中で、考えてまいりたいと

考えております。 

 以上です。 

○渡辺慎吾委員長 谷内田課長。 

○谷内田財政課長 それでは、公共事業の

入札の件につきまして、お答えさせていた

だきます。 

 公共事業に係る入札については指名競

争入札それから事後審査型制限付一般競

争入札、合計いたしまして平成２９年度は

３３件の事務を執行いたしております。 

 この３３件の落札率、これを単純平均で

出しますと８１．５０％ということになっ

ております。 

 それらを踏まえまして、地元企業の支援

策というところでございますけれども、地

元企業への支援といたしましては指名競

争入札においては市内の業者を優先して

指名するとかそういった取り組みをこれ

までも行っておりました。 

 あと、市内企業それぞれご要望を踏まえ

た上でいろいろと検討を進めていく必要

があると考えておりますけれども、まずは

工事の発注の平準化、なるべく期間が集中

しないようにして、いろいろな市内企業の

方に対する受注の機会を確保してまいり

たいと考えております。 
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 また、最低制限価格につきましてもいろ

いろと検討する必要があると考えておる

ところでございまして、適正な公共工事、

これを確保するためにも最低制限価格の

検討に入っていきたいと考えております。 

 それと先ほど、株式等譲渡所得割交付金

の件につきまして、答弁が漏れておりまし

たので答弁させていただきたいと思いま

す。 

 株式等譲渡所得割交付金につきまして

は、都道府県税として府が特別徴収をされ、

市府民税の割合に応じて市町村に交付さ

れるものとなっておりますけれども、これ

につきましても予算計上の際には大阪府

の交付見込み等を参考にしながら、本市に

おける前年度の予算計上額、それから決算

見込み額、そういったものを参考に予算の

計上をさせていただいているところでご

ざいまして、平成２９年度につきましては、

前年度から比較いたしますと２，２７２万

４，０００円の増額となっておりますが、

これらにつきましては株式等の配当、それ

から株式譲渡に係る所得、こういったもの

の増減に比例してくるところがございま

すので、大阪府の交付見込み、そういった

ものを十分に精査しながら、今後も予算計

上に努めてまいりたいと思います。 

 以上です。 

○渡辺慎吾委員長 永田課長。 

○永田道路交通課長 それでは、公共交通

の改善方法についてのご質問にお答えさ

せていただきます。 

 市内の公共交通網につきましては、民間

の３者の路線バスと本市が運行を行って

いる市内循環バス、また、鳥飼地域を中心

に路線バスを補完し、また、各公共施設の

利用を促進する公共施設巡回バスが運行

しております。 

 これらによりまして、市内の公共交通空

白地域がほとんど存在しない状況となっ

ております。 

 そのような中でも、市民の利便性向上の

ため、現行の交通網を維持しながら、市民

の要望等も踏まえ改善してまいりました。 

 しかし、個々それぞれの要望にお答えす

ることには限界があり、非常に困難であろ

うかと考えております。 

 他の市町村では、地域住民が主体となっ

たＮＰＯを立ち上げ取り組む事例などが

ありますが、それらは民間の路線バスが廃

線となったことから取り組むなどの対応

と聞いております。 

 本市では、市内循環バスによる補助金１，

２００万円の補助金を交付させていただ

き、路線の維持を図りながら、また、１０

月１日からは公共施設巡回バスを２台運

行として増便を図り、市内の公共交通網の

充実に取り組んでおります。 

 道路整備事情等の変化に伴って改善は

してまいりたいとは考えております。そう

いった考えでございます。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 井上課長。 

○井上道路管理課長 それでは、道路補修

事業の１億６，０００万円と府道の対応、

取り組みについて、お答えいたします。 

 平成２９年度は道路補修事業の１億６，

０００万円のうち約１億４，０００万円で

市内全１８路線、約２．７キロの舗装修繕

工事を実施しております。このほかに、道

路維持事業の修繕料を活用して生活道路

などの舗装修繕を実施したほかに、道路パ

トロールなどで緊急の維持作業等も実施

して道路の舗装の管理に努めているとこ

ろでございます。 

 その中で、府道への対応ということでご
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ざいますが、大阪府道におきましては、都

市計画の廃止に伴い、新たに用地を確保し

て府道整備をされるこということは難し

い状況となっております。 

 委員がご指摘のように、引き続き現道の

中での段差解消と安全対策や舗装の老朽

化対策などを求めているところでござい

ます。 

 道路パトロールや市民からの情報提供

により、補修が必要な箇所が見受けられた

場合には、現地調査の上、また必要な場合

には大阪府と現地立ち合いも行いながら

対応を求めているところでございます。 

 この中で、平成２９年度は府道大阪高槻

線において、歩道の段差解消が５か所、舗

装工事を４か所実施したとの報告を大阪

府から受けております。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 竹下課長。 

○竹下水みどり課長 野口委員の計３点

のご質問であったと思います。 

 まず、自家発電機の市内ポンプ場の配置

状況ですが、これについては委員もご承知

のとおり、現在のところ１か所で自家発電

機を設置しておりまして、その他のポンプ

場では設置してない状況でございます。 

 今回の台風２１号の影響により、市内の

停電被害からも自家発電設備の重要性に

ついては認識しておりまして、ポンプ場に

自家発電設備が設置できないか、施設の規

模や優先順位を勘案しながら、まずは電機

メーカーなどの専門家から意見を聞きな

がら、ポンプ場の停電対策について研究し

てまいりたいと考えております。 

 ２点目の安威川ダムの水特法の関係で

ございますけれども、水源地地域特別措置

法第１２条に基づく負担金というのが、い

わゆる水特法の負担金でございまして、ダ

ムによる受益があるものに負担を求める

ことが定められております。 

 これは、ダム建設に伴う集落移転のため

の生活道路等のインフラ整備に係る負担

金でございまして、本市では平成１３年度

から平成３３年度にかけて計１億２，３１

７万６，９００円を負担するものになって

おります。 

 ちなみに、負担割合としましては９．９

９％となっております。 

 水源地域整備計画に基づく事業につい

ては、平成２９年度の事業で車作地区の農

道整備、それから水路整備がもう完成をし

ております。 

 また、ダム湖畔の展望広場整備やせせら

ぎ公園整備については、工事設計のための

測量設計を行っているという状況でござ

います。 

 ３点目に行かせていただきます。 

 安威川ダムの建設の完成後、これについ

ての先日の西日本豪雨のようなダムの放

流等があって、下流域が氾濫しないかその

ようなお問いだったと思いますけれども、

これについては、安威川ダムの洪水調整能

力について１００年に一度の降雨に対応

する計画になっています。これは委員もご

承知だと思います。 

 安威川ダムの構造が自然調節方式であ

りますことから、ダム上流域での大雨、豪

雨によって計画貯水能力を超えた場合は、

下流域で浸水が生じる可能性は考えてお

ります。 

 このことを踏まえた対応として、これは

大阪府としてははっきりまだソフト対策

については具体的に決まっていないと聞

いてはおるんですが、今、検討していると

ころでは、想定される最大規模の降雨、こ

れは国もやっておりますが、目安、千年確
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率以上、これについてのリスク検討に着手

しておると聞いておりますので、その中で、

当然ながら、市内河川でも、千年確率以上

に対するリスク検討に着手しておると聞

いておりますので、その中で、当然ながら

安威川ダムの建設後の評価も行う予定と

なっております。 

 それから、周知方法についても、非常用

洪水吐、つまり計画貯水能力を超えた場合

はこの非常用洪水吐から放流されること

でこれについての予測がされた場合につ

いては、ダム管理者から下流市の警察、消

防などの関係機関に対して通知し、周辺住

民への避難が確実に行える体制を構築し

ていくと聞いております。 

 ダムの今後の取り組みについて、安威川

ダム推進会議という我々も出席している

場がございますので、そこで確認を行うな

ど注視してまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○渡辺慎吾委員長 永田課長。 

○永田道路交通課長 それでは、千里丘三

島線に係る現状の取り組み、数年間の取り

組みについてお答えさせていただきます。 

 千里丘三島線（東側）道路拡幅事業につ

きましては、平成２８年度より整備に着手

しました。進め方としましては、準備作業

として用地の確定測量と隣接地の筆界確

認の取り交わしを行うことで事業用地の

面積確定を行い、並行して対象の建物等の

補償費算定及び借家人への営業補償など、

また、土地鑑定を行っております。 

 その後、土地建物所有者や借家人と直接

交渉し、次年度に契約を結んでまいりたい

という流れで各権利者と交渉していると

ころであります。 

 そういった流れの中で、用地確保に努め

ていきたいと考えておりまして、中期財政

見通しにも上げさせていただいています

とおり、計画としましては平成３５年度に

道路整備の完成を目指しているところで

あります。 

 平成２９年度では、借家人と借家人移転

補償契約を１件、結んでおりまして、明け

渡しが完了しております。 

 また、委員がおっしゃるとおり、当該建

物につきましては平成３０年度に契約が

完了し、建物の取り壊しも完了し用地を確

保したところであります。 

 今後、準備を経て、翌年度に交渉して契

約してまいりたいと、そういった流れで事

業用地の全体の部分を目標としては平成

３４年度までには用地を確保し、平成３５

年度に道路整備に結びつけていきたいな

と考えております。 

 しかし、道路確保にはそれぞれの権利者

との任意契約でありますので、契約という

ものが不可欠であります。親切丁寧な説明

を心がけ取り組んでいるところでありま

すして、目標整備年次を目指して取り組ん

でまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 井上課長。 

○井上道路管理課長 それでは、ＪＲ千里

丘駅前広場周辺の清掃及び災害の復旧に

ついての問いにお答えいたします。 

 ＪＲ千里丘駅前広場につきましては、委

員がご指摘のとおり一部、ＪＲ西日本の管

理範囲がございます。先ほど、おっしゃい

ました公衆電話周辺、これについてはＪＲ

西日本の管理範囲になりますが、こういっ

たＪＲ西日本の管理範囲につきましては、

ＪＲ西日本に対応を求めてまいりたいと

考えております。 

 ただ、駐輪場、駐車場周辺の花壇につき

ましては本市の管理範囲になりますので、
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早急に委託先に指示して対応をさせてお

ります。また、今後、見落としのないよう

に指示してまいります。 

 その中で、ご指摘の看板につきましては

若干、後に傾斜しているような状況も見受

けられますが、構造的にかなり柱も太く強

固なものでございます。さび等も見受けら

れなかったため、すぐに対策をする必要は

ないと判断しております。 

 ただ、今回の地震・台風の後にも再確認

をしておりますが、今のところ危険を伴う

ようなことはございません。当面は経過観

察するとともに、これもＪＲ西日本の管理

地内に立っている広報板でございますの

で、その管理について今後、整理していく

中で、またこの広報板の管理を進めていき

たいと考えております。 

 それと、６月の地震による被災箇所の復

旧についてでございますが、大阪北部地震

においての駅前広場の被災状況といたし

ましては、２階デッキを支える支柱の化粧

タイルの部分が剥落する被害が生じてお

ります。被災後、すぐに点検を行っており

ます。その中で、浮いているタイル等はハ

ンマーでたたき落として、念のため一部に

はテープを貼り剥落防止対策を行って、通

行者の安全対策を行っております。 

 被災部分につきましては、化粧部分にな

りますので、柱自体には損傷は出ておりま

せん。構造的には被害はございます。 

 復旧につきましては、そのままタイルで

復旧するということになりますと、今後の

地震で同様の被害が出る恐れがございま

す。また、それで通行人に被害を及ぼすこ

ともございますので、そういった今後の地

震などの振動による飛散等も考慮いたし

まして、危険性の低い材料や方法での復旧

を現在、検討中でございます。これにつき

ましては、平成３１年度の修繕料で修繕を

実施する予定をしております。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 寺田課長。 

○寺田建築課長 それでは、野口委員の民

間住宅の耐震化にかかわります３点のご

質問をいただいたかと思いますが、そちら

のほうにお答えさせていただきます。 

 １点目、平成２９年度の耐震診断、耐震

改修の件数について減が見られるという

お問いでございました。なぜかというお問

いでございます。 

 本市では、旧の耐震基準、昭和５６年５

月以前に建築確認を得て建てられている

住宅に対しまして、耐震性が不足するとい

う観点で耐震改修促進計画というものを

策定もしながら、補助金という形での支援

ということでさせていただいているとこ

ろでございます。 

 ただ、この平成２８年度に比べ耐震診断

補助の件数については５件減と、耐震改修

補助の件数は２件増という形になってお

りますが、内訳でいきますと耐震改修が平

成２８年度に比べ１件減、それと除却のほ

うは３件増というような形になっており

ます。 

 耐震診断、これは気づいていただかない

となかなか診断までこぎつけないという

ところもございますので、この耐震の普及

啓発、こういうところに継続して取り組み

を進めてきたところでございます。 

 第２期の耐震改修促進計画におきまし

ては、一定、広報周知では足らない部分、

不足している部分もございますので、確実

に伝わる普及啓発ということの取り組み

もこの平成２９年度の実績も見合わせな

がら進めてまいりたいと考えております。 

 市民フォーラムにお越しいただく方は
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当然ながら耐震化の危機意識をお持ちの

方でございますが、それ以外の方に向けて

旧耐震基準で建てられた住宅の多い密集

地区、そういうところの自治会等とご協力

を得ながら、この啓発に取り組んでまいり

たいと考えております。 

 耐震改修につきましても、やはり除却が

ふえてきておるということは当然ながら

耐震化をするのと合わせまして、選択肢と

して建てかえを選択される方も若干、ふえ

てきておるのかなという印象もございま

すので、そういう方に向けても、この除却

の部分についても周知を図ってまいりた

いと考えております。 

 この周知啓発の中では、固定資産税課の

ほうにもご協力を得ながら、毎年５月に送

付される納税通知書の中に啓発のチラシ

も同封させていただきながら、さらなる啓

発に努めてまいりたいと考えております。 

 ２点目の耐震改修費用のわかりやすく

ということの内容でお問いがございまし

た。 

 こちらにつきましては、例で出していた

だいている２００万円、耐震改修の工事費

用がかかった場合に通常、補助の対象で受

けられる方でいきますと、従来の４０万円

の補助に対しまして上乗せ分３０万円を

乗せて合計７０万円をこの改修工事に対

して補助をさせていただいております。 

 ただ、工事だけでの補助というわけでは

ございませんで、設計費用に対しても上限

１０万円の補助をさせていただいており

ます。これは補強設計、それと補強工事と

いう趣旨でさせていただいております。 

 当然ながら、耐震診断で耐震性が不足し

ているという住宅に対しての補助という

形になりますので、耐震診断を実施してい

ただいているという前提条件がございま

す。一定の所得以下の方につきましては９

０万円、一般の方ですと７０万円のところ

を９０万円ということで２０万円上げさ

せていただいて、補助のほうもさせていた

だいているところでございます。 

 先ほど、申しました除却を選択される方

につきましては４０万円の上限で補助の

ほうをさせていただいているところでご

ざいます。 

 ３点目でございますが、貸付制度の検討

ということのお問いでございました。 

 こちらにつきましては、第２期の耐震改

修促進計画の中ではこの貸し付けの内容

について、具体的に書かせてはいただいて

おりません。 

 ただ、民間の貸し付けのローン等がござ

いますので、そちらにつきましては大阪府

の住宅リフォームマイスター制度とかそ

ういうようなところの情報提供等々でお

知らせもしながら、その制度の内容につい

て周知いただきたいなと思っております。 

 ただ、主体的に所有者がこの耐震化の取

り組みの環境を整えるということの内容

でございますので、当然ながら我々も民間

のローンを高齢者の方が利用しやすいの

かどうかというところも含めて、先進事例

であったりだとかそういうところについ

て情報収集も図りながら、また、近隣市の

動向等も踏まえながら検討してまいりた

いと考えております。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 消防長。 

○明原消防長 それでは、ご質問にありま

した南海トラフ地震の発生が憂慮される

中での今後の消防力、特に消防職員数につ

いてのご質問にお答えをさせていただき

たいと思います。 

 総務省消防庁が告示で出しております
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消防力の整備指針というものは、市町村が

目標とすべき消防力の整備水準を示すも

のでございまして、これを受けまして「市

町村においては、その保有する消防力の水

準を総点検した上で、この指針に定める施

設及び人員を目標として、地域の実情に即

した適切な消防体制を整備する」というこ

とが求められております。 

 各自治体の消防職員数の実態でござい

ますが、全国におきまして人員の充足率が

１００％を超えているという市はござい

ませんで、政令都市なんかの大規模な消防

本部におきましても９０％を越してきて

いるというのが現状でございます。 

 北摂の数字が手元にありますのでご紹

介させていただきますと、北摂の消防本部

で人口３０万人以上の市の平均で７２％、

２０万人以上３０万人未満の平均で７

０％、１０万人以上２０万人未満の市で５

４％、そして１０万人未満の市町で５０％

というのが現状でございます。 

 このような状況で、本市の大規模自然災

害が発生したときの対応でございますが、

市の地域防災計画を補完するものといた

しまして、現在、消防本部の中で定めてお

りますのが、災害時の警防本部設置要綱と

いうのがございます。 

 災害発生時はこの非常招集区分により

まして全消防職員に招集をかけて任務を

分担いたす体制をとってございます。 

 また、充足率の面でご紹介のありました

非常に恵まれております消防団も本市に

とっては非常に大きな消防力でございま

す。 

 今後におきましては、まずはこの現状の

消防力を最大限、活用できるように創意工

夫して、これらの人を活用することが最重

要でございます。 

 一方で、この現状を市民の皆様にご理解

をいただきながら、自助・共助の部分で結

果として消防活動の成果が出せるように、

いかに連携していけるかというのが課題

であるかなと考えております。 

 合わせまして、他府県の緊急消防援助隊

等に支援していただく場合の受援計画、こ

れは既に受援計画というのは定めておる

んですけども、これを実際に機能させられ

ますように訓練等を通じましてしっかり

とトレーニングをしていきたいと考えて

おります。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 野口委員、すごく質問

内容が多岐にわたっているんですけど、今

後ということに関しては、質問を絞って２

回目、お願いしたいと思います。よろしく

お願いします。 

 野口委員。 

○野口博委員 そうしましたら順番に２

回目の質問に入ります。 

 平成２９年度の決算状況についての受

けとめ方といいますか、それぞれ担当課長

のほうからお話がありました。 

 これまでいろいろな角度から摂津市の

財政状況について、毎年、議論させていた

だいておりますけども、民間企業よりは優

良企業だという専門家の見解もあります。

確かに人口は約８万５，０００人だから、

その範囲での全体のパイは当然、限界はあ

りますけども。 

 いつも申し上げている結果として市債

についても、平成１６年度に森山市政にな

ってから１３年間で言いますと９４１億

円から５３８億円ということで約４割減

少していると。 

 今回ちょっと変わってきているのが、一

般会計など、それぞれ前年度比で減ってい
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るわけでありますけども、水道関係はご承

知のとおり逆にふえると。１億円ちょっと

ふえておりますけども、そういう傾向があ

りますけども、そういう市債も減らした中

で、いろいろな要因があったかもわからな

いけども、優良企業といえるような状態が

平成２９年度の特徴だと思っています。こ

れをいかに市民の暮らしにいかすのかと

いうことを、いつも念頭に置いて担当課長

としても部長としても頑張っていただき

たいというエールを送っておきたいと思

うんですけども。 

 中期財政見通しの問題で再質問します。 

 いろいろな状況設定して取り組んでき

ています。いろいろな収入面でのたばこ税

だとか吹田操車場跡地の関係とかいろい

ろなプラス要因もあって、合わせて皆さん

方の努力もあって、こういった財政状況に

至っていることは承知しておりますが、資

料を見てみますと平成２９年度まで見通

した７年前の平成２３年度の中期財政見

通し、平成２２年度の決算を受けての翌年

度の中期財政見通しで平成２９年まで見

通しております。そのときには、マイナス

４６億円になりますよという推定をして

いるんです。しかし、現在の基金残高は、

１３８億円なんですよ。 

 いつも申し上げていますけれども、この

差だけでも７年前に建てた推計と比べて

１８４億円も差が出てくるわけです。そう

いう点からしても、いろいろな条件はあり

ますけども、今の推計でいいのかというこ

とをきちんと受けとめていただいて、ちょ

っと出し方について研究していただきた

いと。 

 ぜひそのことを受けとめていただいて、

もう少し議論がちゃんできるような中期

財政見通しを作成していただきたいと思

います。 

 それで、法人市民税の問題です。数字的

な見解を求めているんではなくて、そうい

う数字の状態を見て今の企業はどういう

状況なのかということでご答弁を欲しか

ったんですよ。 

 それで、アベノミクスによって一般的に

は大企業を中心に恩恵を受けているわけ

であります。 

 安倍政権になって５年間ですけども、上

場株式の時価総額は３．５兆円から１７．

６兆円と約５倍にふえています。大企業の

内部留保で、利益は１９兆円から４５兆円

ふえています。結果として、大企業の内部

留保は現在、４３６兆円と、空前の金額に

達しているわけであります。経済政策が税

額のこういう数字の中でどう見るのかと

いうことをぜひ、答弁なさってほしいんで

すよ。 

 だから、平成２８年から税率の引き下げ

が行われました、２．６％。引き下げされ

ても多くの法人税が入っているわけです

よ。これをどう見るかということを担当と

してぜひ見ていただきたいということで、

ご答弁いただきたいと。 

 交付税について、なかなか僕らも難しい

んですけども、それぞれの自治体規模の大

小は別にして、この形の中で取り組んでい

る市民病院だとか年齢構成などによって

違うんだとわかりますけども、しかし一般

的にぱっと見て、いろいろな施策でもいろ

いろなことをやっている大規模な自治体

に大変なお金が回っているというこの不

公平感。そういうことが実際あるんですけ

ども、私としては自治体として声を上げて

いただきたいと。 

 ２０００年度までは、国税の３０％前後

を原資として９４％を普通交付税に、６％
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を特別交付税に振り分けして自治体に交

付していますけども、この２０００年度ま

では国が借金をして全部、出しておったん

ですよ。どんどん借金がふえるから、臨時

財政対策債の半分だけは自治体で借金を

認めるから出してほしいということで、そ

ういうシステムに変わったわけですよ。本

来、国が借金して自治体が借金しないでや

れるような条件整備をすべきなんですよ。

こういういびつな地方交付税措置制度が

あるので、ぜひ、近隣の自治体規模の大小

によっていろいろな金額の違いはありま

すけども、根本問題について地方交付税は

２００５年の当時の小泉首相が国会で、地

方交付税は国が地方にかわって徴収する

地方税で、自治体の固有の財源というよう

なことを言われていましたが、まさに自治

体の固有の財源なんですよ。 

 しかし、借金しなさいということで今、

やっているんですね。こういう実態につい

て、きちっと自治体から声を上げていただ

きたいと思うので、後で部長のほうからご

答弁をいただきたいと思います。 

 それと、財政と市民の関係です。 

 先ほど、市民税の問題についても答弁が

ありました。資料をいただいたものを見ま

すと、平成２９年度の摂津市の働く方の平

均年間所得金額は一人当たり２９７万３，

０００円であります。前年度比で１万４，

０００円ふえておりますが、市レベルで下

から６番目です。例年と比較しても、ほと

んど順番は変わりません。トップは箕面市

で約１００万円も違うわけであります。 

 大企業はどんどんもうけて、その一方で、

いろいろな角度で議論されている貧困と

格差は広がっています。 

 直近の国の調査では、平成４年から平成

２８年、この間に貯蓄がない世帯が９．

３％から４８％、過半数近くになったとい

うことが数字を示されています。ご承知の

とおり、この格差がどんどん広がっていま

す。年収２００万円以下のいわゆるワーキ

ングプアの数が１，１００万人に迫ろうと

しています。摂津市においては所得金額と

なりますが、２００万円以下の方の構成割

合は約６７％です。これ、近隣市より約１

０％も上がるわけであります。そういう点

では、自治体も大変ですけども、やっぱり

市民の暮らしに生かしていくという努力

をしていただきたいということですので、

総論としてこの問題については、部長のほ

うからご答弁いただければと思います。 

 防災関連です。 

 防災マップとの関係で、答弁として自主

避難で早目に避難できたということで、そ

の効果を紹介されましたけども、地元では

なかなかそういってない部分もあります

ので、くどくどは言いませんけども、やっ

ぱり作成された計画についてきちっと訓

練、実績を積み重ねていくという、そのた

めに計画を実行できるように市として自

治会との関係でどうすべきかというとこ

ろもきちっと考えていただいて進めてい

ただきたいと思っています。 

 平成２９年度、出前講座が７回とおっし

ゃられました。この間、何団体かいろいろ

やってほしいということで要望を出して

いますけども、なかなかそうならないとい

うことを聞いていますので、これから具体

的に出前講座をする中で、各地域でいろい

ろな計画を作成していただいて、それを実

際の災害時にどう反映していくかという

ことも含めて検証をしていく、そういった

ことをするためには人数が大変少ないと

思いますので、ぜひ今後、増員に向けて、

担当課と相談しながら進めていただきた
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いということでお願いしておきます。 

 公用車の問題については、くどくど言い

ません。公用車９３台とおっしゃっていま

す。今後、本会議に損害賠償ということで、

そういう議案が出ないように努力してい

ただきたいということで、改めて強調して

おきます。 

 市営住宅の問題であります。いろいろプ

ラスアルファの分は考えられないと、検討

してないという話であります。 

 今回、ご承知のとおり被害を受けて、大

家も年金生活で改修できないと。どないし

ましょうかという例がたくさんあったわ

けであります。 

 衣食住を考えた場合に、基本的な生活の

土台は自分でちゃんとしなきゃならない

分もありますけども、やっぱりこれだけの

災害でありますので、そういう場面によっ

て踏み込んでいただいて備えるというこ

とも大事だと思いますので、今後、賃貸住

宅をいかに提供するかと。いろいろな方策

もありますので、ぜひ検討していただきた

いということだけ申し上げておきます。 

 住民税特別徴収税額通知書は結構です。

それで頑張っていただきたいと思います。 

 滞納処分についての対応についても答

弁がありましたとおり、引き続き、その立

場で頑張っていただきたいということで

お願いします。 

 固定資産税の減免についてです。 

 先ほど、ちょっと申し上げましたけども、

やっぱり検討すべき範疇だと思うんです。

近隣各市もやってないということで、当然、

担当者会議などもありますので、情報は収

集していると思いますけども、ぜひ検討し

ていただきたいと。 

 実際、今回、改修費用を３０万円以上と

いうことで条件がつきましたけども、５万

円、１０万円、１５万円、２５万円という

改修費用がかかっているわけです。そうい

う方々は罹災証明を取ったとしても何の

恩恵もないんですよ。これ、現実問題であ

るんですよ。これに対して何もしないとい

う手はないと思うんですよ。そういうこと

ですから、ぜひ今後、検討していただきた

いということで、これも総務部長から受け

とめ方についてご答弁いただきたいと思

います。 

 次に、入札の問題について、入札率は平

均８１．０５％ということであります。最

近の各自治体における公共入札率の状況

について、僕も余り把握しておりませんけ

ども、これが妥当かどうかはわかりません

が、昔は大体７０％から８０％の間が妥当

だと言っていました。いろいろな談合があ

って、いろいろな改善が行われて、大体、

９０％前後におさまってきていましたけ

ども、より少なくなっているというのをま

た研究してご質問させていただきたいな

と思っています。 

 市内企業支援策についてはより相談し

ていただいて、今の市内企業は何を求めて

いるのかということもつかんでいただい

て、最大限、応えていく努力をしていただ

きたいということで要望しておきます。 

 市内循環バスや公共施設巡回バスの件

です。 

 なかなかいいご答弁ではありませんけ

ども、この間、努力はしていただいており

ますけれども、そういうご意見の方々が市

内に存在しているということは事実なわ

けです。そういう問題に対して、これまで

頑張ってきたけどもどういう答えを出し

ていくのかと思っています。 

 交通手段の確保という問題で、いろいろ

な民間企業との関係、その整理すべき問題
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もあると思いますけども、現実問題を見て

いただいて、緊急課題として預けておきま

すのでよろしくお願いしておきます。 

 道路整備について、段差解消５か所、補

修工事４か所という紹介もありましたけ

ども、府道に関する都市計画道路の多くが

廃止されたところでいろいろな気になっ

ているご意見がたくさん寄せられており

ますので、ぜひ注視していただいて対応を

お願いいたします。 

 千里丘三島線の問題については、中期財

政見通し上は平成３５年、最終的に４，３

００万円の予算ということで整備をして

終わろうということの計画でありますけ

ども、１年でも早くできるようによろしく

お願いしておきます。 

 ＪＲ千里丘駅前の問題であります。 

 仕上げ材、タイルがもう落ちていますけ

ども、そういう箇所についての整備はもう

平成３１年度しかできないということな

んですか。 

 平成３１年度じゃなくて平成３０年度

やるということでできないものか、後から

ご答弁いただきたいと思っています。 

 浸水に絡むポンプ場自家発電について

は、専門家とも相談し研究していきたいと、

余り変わらない答弁でありますけども、ぜ

ひ、研究していただいて予算も確保してい

ただいて、毎年、予想を超える雨が降るわ

けでありますので、ぜひ早期設置に向けて

頑張っていただきたいと思います。 

 安威川についてであります。 

 今、答弁があったように予想を超える豪

雨が発生した場合は、ダムの放流もしてと

いうことも言われました。 

 この間の西日本豪雨などでその実例が

あります。大変な被害をもたらしました。

愛媛県肘川流域での上流の満水になった

二つのダムのゲートが全壊されて、濁流が

下流地域を覆い９名の命が奪われました。 

 さらに、岡山県倉敷市真備町の件では、

本川の高梁川上流のダムで緊急放流され

て、支流合流点の水位が５メートルも上が

って支流の小田川やその支流で堤防決壊

が起こり、２階まで浸水した家屋が多数発

生し５１名の住民の命が奪われました。 

 この間、茨木市の本会議でも日本共産党

の議員が質問したんです。茨木市はこうい

う答弁をなさっています。 

 「予想を超える規模の降雨の場合、ダム

による降水調整能力を上回り、下流で浸水

を生ずる可能性がある」と、答弁している

んです。今の答弁と一緒だと思うんですよ。 

 だからこの間、いろいろな各地で起こっ

ている豪雨を見たときに、いわゆる線状降

水帯とかいわゆる長期間、同じ場所で雨が

降ったときに、当然、周りにどんどんどん

あふれていくわけであります。 

 東京都などでは、いわゆる貯留できるよ

うに貯留槽をどんどん都会の下につくっ

ていますけども、改めて、ダムは必要かも

わかりませんけども、頼らない総合治水対

策をきちんと行っていただきたいと思う

んです。 

 この間、いろいろな角度から議論されて

いる河床の修復とか貯留施設整備、堆積土

砂除去、斜面崩壊防止、そして下流地域で

の総合対策をやっぱり並行してやらなけ

ればいけないと思っていますので、改めて

そういうところを見ていただいて声を上

げていただきたいと。 

 当然、お金はかかりますので、下流地域

として自治体独自で財源を確保して取り

組むことも大事ですけども、やっぱり流域

ですから、国・府のお金も当然、必要にな

ってきますので、そういう点も含めて頑張
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っていただきたいということでお願いし

ておきます。 

 民間住宅の耐震化の問題であります。 

 ２００万円の改修をした場合に、一般で

７０万円の補助金が出ると。プラスアルフ

ァで２０万円、合計９０万円出るという話

であります。 

 私は、この改修費の貸付制度、大阪府の

の補助制度はちょっと知りませんでした

けども、高齢者の方が今の貯蓄状況とか年

金の金額とかを含めて、その人が考える生

きる時間、そういう中で無理のない範囲で

少しでも解消したいと思う方は多いわけ

で、そういう方々が理解できるような対応

といいますか。できれば大阪府の制度はち

ょっとわかりませんけども、毎月１万円と

か２万円の返済で済むような貸付制度が

できれば僕はいいと思っているんですよ。 

 そういう点も含めて、ぜひ今後、検討し

ていただきたいと思いますので、もう一度

この問題だけはご答弁いただければと思

います。 

 最後に、消防関係です。 

 消防長に答弁いただきました。いろいろ

資料もいただきました。 

 それで、いただいた資料を見ますと、例

えば、吹田市では基準の５０６名に対して

約７２％の３６５人の職員がいらっしゃ

います。消防団員はやっぱり少なくて基準

が２５０人に対して１７９人となってい

ます。高槻市が基準は正職の職員は４１４

人に対して３３５人の約８１％、消防団員

は８００名に対して７０９名の約８９％

であります。池田市が多くて消防団は摂津

市と同じく１８０人に対して１７５人で

約９７％、職員は１７７人に対して１０３

名で約５８％ということで摂津市が一番

低いんです。 

 そういう数字は当然、お持ちですので、

僕が言いたいのは、いろいろな支援体制が

あると思いますけども、例えば、近隣市で

一部が被害を受けた場合は近隣市で支援

できますけども、広域的になかなかできな

い部分も当然ありますので、専門職として

わざわざ国が基準を示しているわけであ

りますから、それに近づける努力はどうす

るのかということ。 

 それで、南海トラフ地震により摂津市で

震度６強が発生した場合にいろいろな被

害の数字も出ています。そう見たときに、

今の消防力でいいのかというのはノーだ

と思うんですよ。具体的にやっぱり財政当

局とも相談しながら、しっかりと毎年、ふ

やしていくという努力をしなければ、すぐ

にでも南海トラフ地震が発生してもおか

しくないそういう想定をされているわけ

でありますから、そういう受けとめ方をし

ていただいて、この職員体制について、改

めてどうなのかということで、お答えいた

だきたいと思います。 

 以上です。 

○渡辺慎吾委員長 暫時休憩いたします。 

（午前１１時５５分 休憩） 

（午後 ０時５９分 再開） 

○渡辺慎吾委員長 再開いたします。 

 答弁を求めます。 

 船寺課長。 

○船寺市民税課長 それでは、法人市民税

についての伸びについてお答えさせてい

ただきます。 

 平成２９年度の法人市民税につきまし

ては、税率の引き下げの影響等もあった中

で、２０．８％、４億４，８００万円の大

幅増収となっております。 

 その中で、委員がご質問の大企業のほう

はどうなっているんだという問いであり
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ましたが、摂津市におきましては、９号法

人につきましては、大きく伸びております。 

 その一方で、１号法人、２号法人につき

ましても堅調にふやしておられますこと

から、景気自体については一時の不況を脱

して景気がよくなっていると判断してお

り、法人市民税もこのような状況になった

と考えております。 

○渡辺慎吾委員長 井口総務部長。 

○井口総務部長 それでは、３点のご質問

にお答えをいたしたいと思います。 

 まず、１点目の交付税についてでござい

ます。 

 交付税は地方固有の財源でございまし

て、地方公共団体が一定水準の行政サービ

スを提供するに当たっての財源保障機能、

また、財源調整機能を有しておるものでご

ざいます。 

 交付税の算定に当たりましては、所得税、

法人税、酒税、消費税の一定割合を原資と

いたしまして、これに特例加算や年度間の

精算等に伴う減額を行いまして、その総額

をもって決定をされておるものでござい

ます。 

 財源不足に対しましては、財源対策債の

発行などで対策を講じておりますけれど

も、なお不足するものを国と地方で折半を

いたしまして、地方は臨時財政対策債を発

行する状態となっております。 

 この財源不足は平成１３年度から続い

ておりまして、地方交付税法の第６条の３

第２項に基づきまして、法定率の引き上げ

について市長会を通じて総務省に要望を

行っているところでございます。 

 総務省といたしましても課題として捉

えていただき、法定率の引き上げによる原

資の確保について、財務省と協議をされて

いると伺っております。 

 また、交付税の算定方法に関しましても、

都市固有の行政需要等を的確に算定して

いただくよう、総務省に対し毎年改正要望

を行っているところでございます。 

 適正に財政需要を捕捉し、財源の保障、

財源の調整が適正に機能いたしますよう、

引き続き、改正の要望を行ってまいりたい

と考えております。 

 ２点目でございます。 

 市税の使い道と私なりに解釈いたしま

した。この件につきましては、先ほど委員

のご質問の中で、森山市政での財政再建化

に対する取り組みについてがございまし

た。市債の減少、また、基金の増加という

効果を生み出したわけでございます。 

 また、財政再建と同時に夢づくり、人づ

くりにも取り組んできた市政であったと

思いますし、現在もその内容で取り組んで

おります。 

 特にこの財政面におきましては、一時の

危機的な状況は脱したというものの、平成

２９年度の決算におきましては、２年連続

で主要基金の減少、経常収支比率は平成２

４年度以来、５年ぶりに１００％を超え、

１００．４％となっております。将来を見

通しますと、少子高齢化、人口減少、都市

基盤の整備、公共施設の老朽化対策等々、

財政需要がますます増加していくことが

容易に図り取れます。今からこういったこ

とに対する備えをしておく必要がござい

ます。 

 そのような中で、予算編成に当たりまし

ても、未来を支える子ども、市民の健康、

また、まちづくりの基礎となります安心・

安全、この三つを重点に置いて編成をして

おるところでございますが、特に今般災害

の発生が続いておりまして、緊急対応が必

要となりました。こういったときにも基金
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を有効に活用できたのではないかと思っ

ておりますが、これとていつまでもある基

金ではございません。大事に使っていきた

いと考えております。 

 また、災害の備えだけでなく、市民の生

活を守ること、委員からもございました個

人市民税の課税構成、２００万円以下が６

７．１％を占めている状況もございます。

こういった世帯構成などもしっかり頭に

入れて、今後の予算編成当たっていきたい

と思っておりますし、しっかりと予算を執

行していきたいと考えております。 

 三つ目でございます。 

 固定資産税の減免についてというお問

いでございます。減免制度はあくまで担税

力が減少したものに対して行うものでご

ざいまして、奨励金や補助金等の代用とし

て減免を活用してはならないと定められ

ております。 

 また、減免制度におけます特別の事情と

いいますのは、他の納税者から見ても納得

が得られる税の公平性が保たれる極めて

限られたケースに適用されるというよう

なことも、大阪府市町村課が発行しており

ます自治大阪平成１９年３月版で示され

ております。 

 もともと税の減免については、地方団体

の自由裁量は認められるものではござい

ませんので、租税法律主義の原則からいた

しましても、地方団体の裁量は法の定める

範囲内に限られるものであって、このこと

は減免についても例外ではないとかなり

厳しく通知をされているところでござい

ます。 

 そういったことも、公平な課税と徴収、

これを徹底することによって、納税者の信

頼を得ることが我々の地方団体に求めら

れているものだと自覚をいたしておりま

す。 

 したがいまして、今般の固定資産税の減

免ということで、一部損壊の家屋の方にも

広げてはどうかというご提案でございま

すけれども、先ほど課長が申しましたよう

に、一部損壊については幅がかなり広うご

ざいます。やはり抽象的な感覚で捉まえら

れては基準が不透明になってきますので、

現在国が定めております半壊、全壊に従う

ということで、しばらくはこのまま進めて

いきたいと思っております。 

 また、近隣市の状況につきましても、ど

ういった法の解釈か、財務省なり総務省と

の見解の調整を図りながら、可能な限り何

か方策はないのか、これも探っていきたい

と考えております。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 井上課長。 

○井上道路管理課長 それでは、ＪＲ千里

丘駅前の柱の復旧について、今年度、実施

できないかというお問いについてでござ

います。 

 今般の震災復旧に当たりまして、費用に

ついてでございますが、これにつきまして

は、市民に危険を及ぼす状況の施設につい

ては専決処理、または補正予算により対応、

そうでないものについては、精査の上、来

年度予算に上げて実施するという基本的

な考え方をお示しされておりました。 

 先ほど答弁いたしましたとおり、今回の

柱の被害は構造的な被害、支障はございま

せん。すぐさま市民に危険を及ぼす状況で

はございませんので、現在、対応方法を検

討、精査しており、来年度の予算要求を行

うものでございます。 

 その中でも、平成３１年度の早期に復旧

をと考えておりましたが、委員がご指摘の

とおり、駅前ということもございますので、
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二重投資とならない範囲で、駅前にふさわ

しい仮対応を今年度の修繕料の中で実施

できないか検討してまいりたいと考えて

おります。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 寺田課長。 

○寺田建築課長 それでは、民間住宅の耐

震化にかかわります２回目のご質問に答

弁申し上げます。 

 委員がご指摘の貸し付けの制度の内容

で改めてお問いがございました。我々とい

たしましては、やはり民間の金融機関で一

定このローン設定もなされておりますの

で、本市といたしましては、現状での導入

は困難なものと考えております。 

 ただ、第２期の耐震改修促進計画で、先

ほども述べさせていただきましたが、所有

者が主体的に耐震化に取り組みやすい環

境整備ということで、大阪市などでも導入

されております補助金の代理受領制度の

導入、これはどういうものかと申しますと、

補助金を申請された方は、従来は、補助金

の分も入れて実際の工事の見積もり費用

を業者のほうにお支払いをいただくとい

う形で、その領収書をもって補助金を事後

に交付するような形でございましたが、こ

の代理受領制度の特徴といたしましては、

一定補助金額を差し引いた金額で所有者

のほうにご負担をいただくという制度で

ございますので、そういう形での利用しや

すい補助制度については、今年度から導入

をさせていただいております。 

 そのような所有者の経済的な負担を和

らげるような取り組みは一定導入をさせ

ていただいているところでございますの

で、よろしくどうかご理解のほうをいただ

きたいと思います。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 副市長。 

○奥村副市長 それでは、消防力の強化に

ついて、私のほうから答弁させていただき

ます。 

 まず、消防力を強化するには人的な面、

これがあると思います。また、消防が保有

する資機材の充実等が上げられます。それ

を実現するためには、やはり財政的裏づけ

がなければかなわないと思っております。 

 特に人的な面でございますが、摂津市全

体の総職員数、これは推移を見ますと、最

大値であったのが平成７年度、このときに

は職員が９０４名でございました。その後、

行政改革の推進で職員数は減少し続け、今

決算審査でお示ししております事務報告

書３２ページにありますように、現在では

６５６名と、約３割減となっております。 

 その内訳で、消防本部職員数だけを見ま

すと、平成７年度は９３名でございました。

現在では９６名となっております。 

 ご承知のように、平成３０年第１回定例

会で消防職員の増員を図るために定数を

９３名から１０３名に改定しております。

議会で議決をいただいたところでもござ

います。 

 このように、職員数においては全体的に

減員しておりますが、消防職員については

減員しておらず、むしろ増員しております。

このように一律削減ではなく、部署によっ

てはめり張りをつけており、これはとりも

なおさず、市民の安全・安心を守る最前線

である消防職員の充実を図ったものでご

ざいます。 

 それでは、これで職員数は十分であるか

という問題がありますが、先ほど消防長の

答弁がありましたように、消防力の整備指

針によりますと、まだまだ現有消防力との

乖離はございます。決して十分とは言えま
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せん。その解決のためには、やはり先ほど

言いましたように、それを実現するための

財政的裏づけがあってこそ可能となって

まいります。 

 摂津市を含む近畿圏で最も心配されて

います南海トラフ地震、これは今後３０年

のうちに７０％から８０％の確率でやっ

てくると言われておりますが、この被害想

定、最大で死者３２万３，０００人、それ

から約１７０兆円の直接被害、約４５兆円

の生産・サービス低下の影響があると試算

されております。 

 過去の東日本大震災におきましては、本

来、被災者を支援する行政自体が甚大な被

害を受けて、行政機能が麻痺したという例

もございました。 

 また、平成７年度に発生いたしました阪

神淡路大震災では、地震によって倒壊した

建物からみずから脱出したり、家族、友人、

隣人等によって救助された割合は９割を

超えておるというデータもございます。救

助隊によって救助されたのは１．７％とい

う調査結果もございます。 

 このように考えたときに、特に大規模広

域災害時では公助の限界があるというこ

とを我々はしっかり認識しなければなら

ないと思っております。 

 ２０１８年版の防災白書では、災害発生

時の救助や避難活動について、国や行政に

頼らず、一人一人の自助、共助に重点を置

くべきだという人が６割を超えるという

調査結果が掲載されておりました。このよ

うに、国民一人一人の防災意識が高まって

きたのかなというように思っております。 

 全て公助で対応することは現実的では

ございません。人口減少時代に既に突入を

しておりまして、今後、加速度的な少子高

齢化によって財政運営はさらに厳しくな

るものと予想しております。災害対応につ

きましては、自助、共助を基本としながら、

限られた財源の中で公が支援するという

連携強化がさらに求められているのでは

ないかと思っております。 

 以上です。 

○渡辺慎吾委員長 野口委員。 

○野口博委員 そしたら、全て要望になる

と思いますが、３回目、意見を述べたいと

思います。 

 最初は、法人市民税に絡む今の企業の実

態についての評価が述べられました。いろ

んな資料に基づいて、この間の国の経済対

策によって大企業を中心に恩恵を受けて

いるということはご承知だと思います。 

 それに対してどうこうということでは

なくて、そういう実態についてをそういう

角度から見ていただいて、それを今後の推

計もきちんとしながら、いかに活用してい

くかということをぜひ考えていただきた

いと思います。 

 交付税の問題については部長が述べら

れたので、そのとおりだと思います。ぜひ

市長会なり都道府県、地方六団体などを含

めて、毎年、そういうような行政行動を行

っておることはわかっておりますけれど

も、地方自治体の現場からすれば、おかし

いことはおかしいということで、もともと

自治体固有の財源でありますから、本来な

らば、先ほど申し上げたように、借金まで

して半分持つということはおかしいわけ

で、それがまかり通っている今の国、地方

の関係がありますので、そういう根本的な

問題も当然ありますけれども、やっぱりち

ゃんと現場から発信していっていただき

たいということでお願いしたいと思いま

す。 

 財政全般ついてちょっと申し上げたい
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のは、平成２９年度の決算で国民健康保険

特別会計が約５億４，０００万円の黒字で

ありました。介護保険は３億７，０００万

円の黒字でした。しかし、平成３０年度に

国保は４，０００万円の総額値上げをしま

した。介護保険は国との関係がありますけ

れども、６％の値上げをしました。財政は

黒字なのに、市民負担をふやすという、こ

ういう奇妙な状態が摂津市はあるわけで

あります。 

 国のほうもこれから消費税を来年度の

１０月に１０％へ上げるということで、安

倍総理は宣言いたしましたけども、国民生

活がしんどくなるだろうと思っています。 

 少し紹介したいのが、来年度で消費税導

入されて日本は３０年たつんですよ。１９

８９年から導入されましたから、前年の１

９８８年に国は消費税導入の理由として、

社会保障のためとか、高齢者のためという

ことで言いました。しかし、実態はそうい

う分野が現在どうかというのが、いろんな

資料が、今、出ているんですけども、一つ

紹介しますと、例えば医療面でサラリーマ

ン本人の窓口負担、１９８８年は１割だっ

たのが、２０１５年現在で３割なんです。

国民年金は当初７，７００円が、２０１５

年は１万５，５９０円、６５歳以上の介護

保険料について、１号保険料がゼロだった

のが、２０１５年は平均で５，５１４円に

なっています。こういう国のお金の集め方

と使い道を見た場合に、なかなか信用でき

ないのが今の国の政治の実態であります。 

 いろんな資料がありますけども、日本は

唯一先進国では月給が減っている国なん

です。こんな数字がありますけども、例え

ば１９９７年、消費税を５％にしました。

これを１００とした場合に、２０１６年で

日本は８９．７％で、減っているんです。

他の先進国は全部ふえているんです。スウ

ェーデンが一番多くて１３８％、アメリカ

は１１５％、オーストラリアが１３１％、

イギリスは製造業を中心にして１２５％、

フランスは１２６％。 

 国の政治の基本は国民の暮らしなんで

すけども、使い道にしても、集め方にして

も、結果として財源を使ったけども、こん

な状態で、国民にしんどい生活を強いてい

るというのが、実態だと思っています。そ

ういうこともきちんと見ていただいて、こ

れから、来年度、消費税が１０％となる予

定の中、どういう状況になるかわかりませ

んけども、暮らしは大変冷え込んでいくこ

とは確かであります。 

 そういう中で、先ほど議論した今の摂津

市のこの財政状況をいかに市民生活に生

かすかということで、ぜひ頑張っていろん

な分析もしていただいて、議論をお願いし

ながら対応していただきたいということ

で、改めて申し上げておきます。 

 固定資産税の減免問題であります。いろ

んな税法上の性格について答弁がありま

したけども、それはそれとして、やっぱり

市民の暮らしを守るという立場で見た場

合に、いろんな時代の変遷によって、出来

事によって、いろんな形が変わってくるだ

ろうと思っています。そういう法令上の位

置づけがあるのかもわからないけども、災

害に対する対応としても、全壊、半壊、床

上浸水ということでいいのかと思ってい

ます。そういうことも一応考えていただい

て、やっぱり多くの方々が被害に遭ってい

るわけでありますから、それに焦点を当て

た公的な政策がどうあるべきかというこ

との一つとして、ぜひ検討していただきた

いということで改めて申し上げておきま

す。 
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 駅前広場は、今年度中に対応していただ

くと。いろんな材料の手配もあると思いま

す。うちのマンションでも６０メートルを

超えるブロック塀をアルミのサッシに変

えるんですけども、約１か月間かかるんで

す。そういう新しい対応だとか、また、震

災に対応できる新しい材料に変えようと

思っていると思いますけども、ぜひ駅前で

すので、市民の皆さんは早くやってほしい

ということを思っていますので、ぜひ応え

ていただいて、ご答弁あったように、今年

度中に対応できるようによろしくお願い

しておきます。 

 耐震改修の貸付制度は大体わかりまし

たけども、また勉強させていただいて議論

したいと思いますけども、要は実態に対し

てこの分野での目標があります。しかし、

取り組んでいるけども、いろんな取り組み

をやっていますが、なかなか数件しか毎年

実績がないということで進まないと。しか

し、災害対策の一番の基本は建物を強くす

ること、それが一番だと思っております。

そういう面も一応考えていただいて、より

わかりやすく提供していただきながら、公

的にこの分野もどうあるべきかというこ

とで、ぜひ検討いただきたいと思っていま

す。 

 最後に、消防職員の体制問題であります。

確かに自助、共助、公助というのはいろん

な場面で話をされて、それを前提としてど

う対応するかという議論が行われてきて

おりますけども、改めて今回の台風とか地

震を経験して、やっぱり専門職員の力とい

うのは大きいと思っています。 

 そこで、量的にも質的にも向上していた

だいて、事があった場合には、一緒になっ

て対応していくという、こういう絡みが当

然僕は大事だと思っていますので、今、再

任用を含めて９７名の職員であります。条

例上は１０３名という話であります。北摂

で実態としては一番少ないわけでありま

すので、やっぱり少なくとも計画的に職員

をふやすという財政的な努力をしていた

だくように、このことを最後に申し上げて

質問を終わります。 

○渡辺慎吾委員長 ほかにございますか。 

 三好委員。 

○三好義治委員 それでは、質問させてい

ただきたいと思います。 

 まず、１点目で、決算書の５１ページの

寄附金についてでございますが、寄附金が

全て一般寄附となっております。寄附金総

額が１，２７５万３，８３５円となってお

りまして、過去の経緯からいきますと、寄

附には一般寄附と目的寄附、目的寄附の中

にも負担付き寄附という概念があるんで

すけど、ここは総務建設の決算審査なんで、

全ての寄附に対しては質問を差し控えま

すけど、まずこの１，２７５万３，８３５

円の寄附金については、大概、一般寄附な

ら窓口が総務課になっていると認識して

おりますけど、この寄附金について総務課

はどの分野だけを寄附としていただいた

のか、１回目、聞いておきたいと思います。 

 これまでも、私は他の課の部分は目的寄

附であるように感じております。先日から

この総務課に寄附をされている約１，００

０万円に関しましてでも、一般寄附が一部

であって、ふるさと納税、これも目的寄附

であるし、近畿自動車道の駐車場、これも

目的寄附であると。この決算書の記載の仕

方も含めて考え方をお聞かせいただきた

いと思います。 

 それから決算書の３３ページで、防災管

財課の市営住宅使用料が、当初予算８，７

９６万２，０００円に対して、決算が９，



- 33 - 

 

０３９万５，８１５円と伸びております。 

 事務報告書の５３ページを見てみます

と、平成２９年度では一津屋第１団地、一

津屋第２団地、三島団地、それぞれ１戸ず

つの方々が入居されております。この方々

が入居しただけでこれだけの家賃二百数

十万円が上っているという認識をしてお

りますけど、この事実関係についてご答弁

いただきたいのと、それから市営住宅のこ

の収入未済額８２２万２，０００円という

のが、まさに家賃滞納額、要は調定額から

引いた分の家賃滞納額になっておると思

っております。内訳についてお聞かせいた

だきたいと思いおります。 

 それから、事務報告書、これも市営住宅

絡みですけど、５３ページの政策空家につ

いての考え方について伺っていきたいと

思うんですけど、この政策空家というのは

以前からいろいろと物議をかもしており

まして、摂津市には、現在、市営住宅が４

か所ある中で、今回、政策空家として指定

しているのが鳥飼八町団地の市営住宅、昭

和５０年度に建設されて、木造平家建ての

住宅を指定空き家にされております。実際、

現場を見に行って、現在、住まわれている

方々、これ、人権問題にかかわるような発

言になったらぐあい悪いんですけど、今、

住まわれている方々は、それなりに内装も

自分たちで手を加えて、居住環境をよくし

ながら住まれているんですけど、政策空家

として位置づけているところは、これにつ

いては、外観だけ見に行きますと、住める

ような、すぐに入れるような状況であるん

かどうかいうのは、私は政策空家として指

定しているのはいかがなものかなと思っ

ております。 

 まず、鳥飼八町を政策空家としていって

いる点についての考えをお聞かせいただ

きたいのと、政策空家についてはやっぱり

各地域にまたがった、被災に見舞われた

方々が政策空家として居住すると思うん

です。そういった中では、一津屋第１団地、

一津屋第２団地のどこか１か所の政策空

家と、三島団地にも政策空家、こういった

ことを何で平成２９年度は設定されてこ

なかったのかお聞かせいただきたいと思

います。 

 この鳥飼八町団地、もう一回、振り返り

ますと、今、木造住宅で政策空家として位

置づけているところを外観上だけしか見

ていませんけど、見る限り昭和５０年の建

設で、先般、川西課長が委員からの質問に

対して、昭和５０年の建設された建物であ

るけども、耐震は十二分に大丈夫やという

ご答弁もありました。それ以降、調べた関

係でいきますと、この鳥飼八町団地は総合

計画では平成３２年度にバリアフリー化

がなされておって、建てかえが完成してい

るというのが現状での第４次総合計画基

本計画（改訂版）で載っている状況でござ

います。 

 前回の答弁で言いますと、要はこの鳥飼

八町団地については、まさに今、ＦＭのほ

うで検討がなされておって、現状において

は建てかえ計画はなく、平成３２年度に今

後の計画を組んでいくというのがつい最

近の答弁でございます。私ども、まだそう

いったことは一切伺ってない状況の中で、

第４次総合計画基本計画（改訂版）、平成

３２年度には実際に建てかえが完成され

ているということの中で、今、認識してい

るところでございますが、その辺について、

もう一度、整理をした上でお聞かせいただ

きたいと思います。 

 それから、決算概要の１２４ページ、市

営住宅管理事業で一津屋第１団地の外壁
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等の改修工事が１億１，８７３万１，００

０円で予算立てをいたしました。 

 決算を見ますと、執行率が７０．４％の

執行率で、実際、工事にかかったのが８，

３６０万２，８００円、不用額が３，５１

２万８，２００円も発生しております。こ

のときの予算に対しての決算額、不用額が

これだけ発生した理由についてお聞かせ

いただきたいのと、あわせて、この一津屋

第１団地の外壁塗装工事となっておりま

すけど、工事内容も含めて教えていただき

たいと思います。 

 先に言っておきますけど、この一津屋第

１団地の外壁塗装をやる間に、屋根関係の

修理は一切行ってないという状況を伺い

ました。本来は外壁塗装よりも、建物いう

たら屋根のほうが実際に防水加工の耐用

年数いうのが示されているわけです。一津

屋第１団地を、今、外壁塗装すると、これ

から１５年、２０年は、ここは触らなくて

もいいような状況の中で、なぜ屋根をやっ

てなかったのか。はっきり言いますと、先

日の台風で屋根がめくれたという話も伺

っております。平成２９年度、これだけの

工事予算を抱えながら、屋根の躯体は大丈

夫や言われておっても、屋根瓦が飛ぶよう

な状況と、２０年たってのリニューアル工

事の中に屋根が全く入ってなかったと。こ

れについて見解をお聞かせいただきたい

と思います。 

 それと、同じく市営住宅の、これは財政

課に伺いますけど、市営住宅で一津屋第１

団地の改修事業費、今、言っていましたよ

うに１億１，８００万円の当初予算で、こ

の予算は社会資本整備費用と市債の９，１

００万円をもって工事をスタートしたわ

けですね。実際には改修事業費の市債は７，

１００万円で済みましたけど、これを見て

みますと、本来、この市営住宅いうのは目

的基金があったんです。目的基金がありま

して、三島団地を建てるとき、その基金を

繰り出して、そっちの住宅なりに充用いた

しました。現在、市営住宅の目的基金であ

る調書を見ますと、残高が１万２１４円し

か基金がないんです。本来、市営住宅を建

設並びに大規模改修を行う場合には、基金

の運用も必要だと私は認識しているんで

す。なぜこの目的基金の市営住宅の基金が

１万円しか存在せんかったんかと。私は市

営住宅が９，０００万円の歳入があるなら

ば、そのうちの何割かはやっぱり基金に充

当しながら、将来、鳥飼八町団地の建てか

え、一津屋第２団地の改修工事に基金を充

当すべきであると思っております。 

 この点について、市営住宅の建設に携わ

って、社会資本整備と市債だけで賄ったこ

の理由と、また、基金の考え方についてお

聞かせいただきたいと思います。 

 それから、財政課で事務報告書、これ、

先日からずっと資料をつくって分析しと

ったんですけど、先ほど、野口委員が財政

全般の関係で質問をなされて、答弁でも摂

津市の状況等々は把握はできたんですけ

ど、なかなかちょっと理解ができない部分

があるんで、一度、聞かせていただきたい

と思います。 

 決算カードについて、北摂７市のものが

入手できましたんで、その決算カード、北

摂７市を比較していきますと、北摂７市い

うのは、大阪府下６ブロックに割ってでも、

やっぱり財政いうのは裕福なブロックに

なっておりますんで、そこを対象にしてい

きたいと思いますけど、まず率でいきます

と、先ほど言いました財政力指数いうのは、

北摂の中でもナンバー１といってもいい

状況です。特に単年度で１％を超えている
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のは摂津市だけでございます。 

 その中で人件費というのが、全体の予算

の比率からいったら、北摂で一番低くて１

４．８％になっているんです。一番高いと

ころで１８．５％の豊中市。ただ、こうや

って見ていくと、扶助費が高いと思ってい

たら、扶助費は３１．３％で、北摂の中で

は平均的でございます。公債費が全体に占

める予算割合としては、これが池田市に次

ぐ公債費を占めていると。その中で、平成

２９年度の予算状況を見ますと、繰り上げ

償還とか借換債というのが非常に少なか

ったというように思うんですが、こういう

財政運営の中で、借換債なり繰り上げ償還、

この平成２９年度の実績についてお聞か

せいただきたいと思います。 

 それから、決算概要の２８ページで、道

路管理瑕疵による予備費について、これも

まずは財政課にお聞かせいただきたいん

ですけど、まず２８ページで損害賠償費用

として予備費を３７万９，４００円、今回、

予備費２件ということになっております。

平成２８年度は１５件あったんですけど、

平成２９年度は２件。実際に決算概要１５

８ページを見てみますと、予備費の欄で財

政課、まず予算現額２，９６２万６００円、

決算額ゼロ円、残額２，９６２万６００円、

平成２９年度の当初予算を見ますと、予算

現額は３，０００万円からスタートしてお

ります。実際にこの３７万９，４００円が

どこに使われているかというと、１１４ペ

ージの道路管理事業の中にこの３７万４，

０００円が入っているわけです。３７万９，

４００円、これがここの歳出の項目で予備

費はここに使いましたいうのは明らかに

なっているんですけど、実際に予備費の使

い方については、予算現額の中がやっぱり

当初予算額と同額でないと私はあかんの

と違うかなと思っているんです。 

 その根拠としては、基金運用状況審査意

見書を見てみますと、ここでは予備費の考

え方については、実際に当初予算額３，０

００万円、充用額３７万９，４００円、不

用額２，９６２万１，０００円と、本意見

書ではこのように書いています。 

 決算概要では、当初予算額も飛ばしてい

るんです。予算と決算ですから、やっぱり

当初予算から年度内中にどう動いてきた

んかを見なければならないと思うんで、こ

の辺の解釈の違いについてお聞かせいた

だきたいと思います。 

 もう一点は、賠償額やから予備費を使っ

たと見ているんですが、平成２９年度で流

用という案件が全課で１１３件が流用さ

れているんです。今回、予算を使ったとこ

ろでは、不用額が１４１万１，１３２円発

生しているんです。ここで、言うならば、

予備費を使わなくても流用でも十分いけ

たんではないかなというように僕は感じ

ています。だから流用と予備費の考え方の

違いについてと、平成２９年度、総務費の

中で４１件、４４０万３，０００円が流用

されております。主な項目を教えていただ

きたいと思います。 

 それから情報政策課、決算概要ページ６

６で、これは昨年の決算審査でも言いまし

たし、ことしの予算審査でも言いました基

幹統計調査の統計要覧、これを要はこの決

算に間に合わせていただくように当初予

算でもお願いいたしました。 

 確認なんですが、来年度は必ずこの決算

に間に合うんかどうかをお答えいただき

たいと思います。事前には間に合うとは聞

いていますけど、改めて確認も含めてお願

いします。 

 それから、市民税課で決算書２６ページ
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の市たばこ税についてなんですが、平成２

９年度の市たばこ税は平成２８年度と比

較して９億７，３００万円ほど減額になっ

ております。これは市町村たばこ税収が全

国平均の２倍を超えた部分について、その

部分を大阪府へ平成２９年度に交付して

おります。この金額が１億９，９３５万５，

０００円で、平成２９年度は市たばこ税が

７億２，４４５円６，３７１円ですから、

７億円弱しかたばこ税が入ってきてない

んですね。この辺の基本的な市たばこ税の、

平成２９年度だけ捉まえてでも、約１億９，

９００万円を返さなければならなかった

のは、平成２８年度のおつりといいましょ

うか、年度内で、本来、返しておかなけれ

ばならなかったのが、平成２９年度に持ち

越されたという解釈になるんで、大阪府と

の関連についてお聞かせいただきたいと

思います。 

 それから、固定資産税課で決算書６２ペ

ージで、数値はあんまり並べませんけど、

これは特定空き家との関連もありまして、

単純に固定資産税でまず家屋がそこに現

存していた場合の固定資産税いうのは６

分の１の減額になっているのが、今、実態

ですね。建設部が取り組んでおります空き

家対策で、老朽化した空き家を解体してく

ださいとか、危険な建物を解体をしてくだ

さいとか、今、働きかけをしている部分も

ありますけど、なかなか前に進まないと。

その実態は、家屋を解体して更地になった

場合に、固定資産税が今よりもどっと上が

ってくるというようなことなんで、どれぐ

らい上るのか、具体的に、前面道路６メー

トルぐらいで１００平米の真四角の土地

で、成形された土地で参考までに数値を教

えてもらえませんか。これはこれからの空

き家対策に対して大きな課題だと認識し

ております。その点についてお聞かせいた

だきたいと思います。 

 それから工事検査室で、事務報告書８７

ページで、これは平成２９年度の実態を踏

まえてですけど、例えば道路工事が３月の

年度末に７か所集中して工事検査をやっ

ているんです。工事検査室が検査をやる工

事件数が７件だけであって、本来、道路工

事とか建築工事とか下水道工事とか、そう

いったこともろもろを入れると、年度末工

事が集中しているのが非常に多く見られ

るのが今日だと思うんです。常に市民の皆

さん方からは、予算が余ったから工事をや

っているのかと見られております。 

 そこで、工事検査室にお聞かせいただき

たいのは、事前に資料もいただいておりま

すけど、もともとの工事検査が行われなけ

ればならない工事工程表を見させていた

だきました。実際に工事工程表と変更、こ

れ、建設部にもかかわるんですけど、それ

から変更を余儀なくされて、年度末に工事

が集中していると。この工事が集中するに

当たって、僕は以前、十数年前にも言った

のは、工事が着手されて検査日程を決める

んでなしに、工事検査室が事前に各部門に

対して年度末工事が集中しないように発

信をしてくださいということで、数年前は

それが是正されとったんです。平成２９年

度の決算概要、事務報告書を見ると、また

ぞろ、そういうことが集中しています。工

事検査室として各原課にどういう働きを

今されているのかお聞かせいただきたい

と思います。 

 それから、建設部水みどり課で、決算概

要１０６ページの農業水路管理事業のし

ゅんせつ負担金がまた４５万円の不用額

が生まれております。これも毎年質問して

いるような感じになっているんですけど、
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僕ははっきり言って、農業水路管理事業の

しゅんせつ負担金というこのしゅんせつ

という言葉を外してくださいと。実態は、

地元の農業協議会並びに水利委員が用水

路の清掃をするための人件費という認識

をしているんです。だからそういう面では

農業水路管理事業のしゅんせつ負担金と

いうのがそういう形にとれないのかとい

う件と、平成２９年度の予算全体から見て

でも、４５万円も不用額が出ているという

のは、現状は、各種団体どうなっているの

かお聞かせいただきたいと思います。 

 それと、同じく決算概要の１０６ページ

の農業水路ポンプ管理事業の中の管理業

務委託で、これがそれぞれ１６０万円と１

４０万円の契約内容でシルバーに委託し

ております。この委託は競争でも何でもな

しに指名で随意契約をされていると伺っ

ているんですけど、実際にいろいろ調べと

ったら、去年、仕様書は不備があり、実際

に仕様書をつくっていただきました。今度、

仕様書できたら、シルバーの方々の作業手

順書とかチェック資料が全くないんです。

この辺について、平成２９年度を踏まえて

現状と今後、どうしていこうとしているの

かお答えいただきたいと思います。 

 それと、先ほど野口委員から一部出てお

りましたけど、ポンプ場の停電時の予備電

という話が出ておりました。これは経験談

からも要望だけにしておきますけど、今、

水害対策で大概かさ上げといって、配電盤

とか分電盤、電気関係は全部かさ上げをし

ていっています。これが地べたに置いてお

くと浸水した場合、一遍に全部やられてま

うんで、かさ上げ工事をやっていっている

と。実態を見てから、検討をされたらどう

かというのと、それから業務用の発電機と

いって、自家発電ではなしに、車に常に積

んでおけば、移動可能な４００ｋＶＡです

から、キロワットに直すと力率８割として

３６０キロワット、こういったものも市販

で、今、６００万円とか７００万円で売っ

ているような状況なので、こういったこと

を参考にしながら、いざとなったら、水み

どり課だけでなしに、オール摂津の中で予

備電という考え方を持って取り組まれた

らどうかなと思っています。これは要望だ

けにしておきます。 

 それと、決算概要１２２ページの公園維

持管理事業で決算額１億４，７７２万３，

１０１円、摂津市全体の公園の維持管理を

やられているんです。この公園の中で新幹

線公園が鳥飼八町のほうまでさくらづつ

みの景観事業としても取り組まれてきま

した。ここの一部は茨木市域に面している

んですけど、実際にさくらづつみ、１．２

キロ、３００本を植えましょうというて植

えていただいたのが平成２１年度でした

けども、実際は茨木市域の中であってでも、

摂津市が、今、管理をしているような実態

であると思っているんですが、いかがなも

んでしょうか。 

 それと、ここは新線組といってボランテ

ィアの方々が管理をしていただいておっ

たんですが、最近、そのボランティアの

方々の姿が全く見えない状況になってお

ります。どういう感じになっているのかお

聞かせいただきたいと思います。 

 あと２点です。 

 決算概要の１１０ページの道路管理課

で、土木維持作業業務委託料６，７４２万

５，１２０円であります。聞くところによ

ると、上半期、下半期で業者に委託をして、

道路の修理をしていただいているとなっ

ておりますが、まず上半期と下半期の委託

業者を教えていただきたいのと、年間どれ
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ぐらいの補修作業をやられているのか、ち

ょっとお聞かせいただきたいと思います。 

 最後になりますけど、消防本部で一点だ

けですが、決算書の６１ページで消防団員

退職報償費というのがあるんですが、当初

予算では４２４万２，０００円円計上され

ておりました。実際に決算では、２５９万

７，０００円、当初予算額と決算額が大幅

に差異があるのと、決算概要の中で、要は

消防団員退職報償費は歳入で上がってい

るのに、歳出では退職という言葉が全くど

こにも出てきてないんです。報償費だけし

か出てきてないんです。これはなぜ退職報

償費として歳入で上がってるんやったら、

歳出でも上げないんかというちょっと簡

単な疑問がありますんで、その辺も含めて

教えていただきたいと思います。 

 以上です。 

○渡辺慎吾委員長 松方部参事。 

○松方総務部参事 三好委員の寄附金に

関するご質問に答弁申し上げます。 

 まず、寄附金に上がっております１，２

７５万３，８３５円につきましては、総務

課で一括で受けて振り分けているという

ものではございません。総務課で受けてお

りますのは、総務課の一般寄附金の欄にご

ざいます１，０３５万４，６５５円でござ

います。 

 一般寄附金として受けておる理由でご

ざいますが、先日の当委員会でも申し上げ

ましたとおり、中身につきましては、ふる

さと納税、それから一般寄附、駐車場に係

る寄附金でございます。 

 ふるさと納税につきましては、いただく

寄附者の意図につきましては、特に福祉と

か教育ということではいただいておるも

のではございませんで、行政として広く活

用していただきたいという意思を受けて

おりまして、一般寄附金としていただいて

おります。 

 また、駐車場に係る寄附金につきまして

は、道路公団から占用許可をいただいてお

ります高架下の部分でございまして、この

部分につきましては、自動車の駐車場等に

よりまして占用の許可をいただいており

ます。占用の許可条件といたしまして、占

用区域内の維持管理、また、占用工事によ

る道路に損傷を与えた場合の復旧費用、そ

ういったものを担保することが条件とし

て占用許可をいただいております。そうい

った意味で、職員全般で使うという意図の

もとで占用許可をいただいておりますの

で、駐車場に係る寄附金として一般寄附金

の名目でいただいております。 

 その他の一般寄附につきましても同様

に、各団体がイベント等をやった後の残金

でありますとか、それから亡くなられた方

のご遺志で市の行政に使っていただきた

いという意向を踏まえまして、一般寄附金

ということで受けております。 

 以上です。 

○渡辺慎吾委員長 谷内田課長。 

○谷内田財政課長 それでは、私のほうか

らは一般寄附金という科目名称について

全体的にご答弁をさせていただきたいと

思います。 

 今回のこの一般寄附金、委員からもあり

ましたように、負担付き寄附、これと区分

するというところを着眼いたしまして、こ

れまでは一般寄附の名称を使用してまい

りました。 

 しかしながら、今般、いろいろと寄附に

ついて庁内でも議論されておりますけれ

ども、寄附された方の意向に沿った形、そ

れから特定の目的のために寄附をいただ

いたんだということが明確にわかるよう
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な形で、今後、科目名称については検討し

てまいりたいと考えておりますので、よろ

しくお願いいたします。 

○渡辺慎吾委員長 川西課長。 

○川西防災管財課長 では、市営住宅につ

いてのご質問にお答えいたします。 

 まず、公営住宅使用料、市営住宅の使用

料の決算額と予算額が２４０万円ほど差

がある要因でございますが、決算額のほう

が２４０万円多かったということなんで

すけれども、この理由は、当初予算を組ん

でいるときに、まず家賃の収納率、現年と

過年度があるんですけども、それぞれ過去

の例を見まして、現年の収納率を９７％と

想定していたところを、結果的に９８．

４％の収納率があったと。過年度分の家賃

滞納分も収納率１５％を見込んでいたと

ころ、１８．５％までそれぞれ収納率が向

上したことによるものでございます。 

 また、つけ加えて二つ目の要因といたし

ましては、市営住宅にお住まいの全ての方

に対しまして、年に１度、収入額に応じた

家賃算定の改訂を実施しますけれども、そ

の中で、収入が下がって家賃が下がった方

よりも、収入が多くなって家賃が結果的に

上がった方、こういう方の世帯数のほうが

多くおられたということです。このあたり

が、決算額が２４０万円増加した要因でご

ざいます。 

 続きまして、収入未済額８２２万２，０

００円、これは多いと、どういう内訳かと

いうお問いなんですけれども、大体この額

の８割ほどが過去の家賃の滞納分でござ

います。 

 我々といたしましては、３か月に１度、

督促・催告を郵送またはポスティングし、

納付していただけるように働きかけまし

て、また、随時、直接面談いたしまして、

直接交渉をする中で、分割の制約をいただ

いたり、少しずつでもおさめていただける

ように働きかけておるところでございま

す。 

 続きまして、政策空家のお問いでござい

ます。 

 まず、政策空家というのは、火災被害に

遭われた方が、一時的に仮住まいとして入

居されるために用意しておるものでござ

いまして、でき得るなら１か所にまとめず

に、市内にばらばらに持っておくことが望

ましいということは、もう承知しておりま

す。 

 しかしながら、特に三島団地、次に、一

津屋団地の順で一般募集をかけましたと

ころ、応募の倍率は非常に高い状態でござ

います。このような中、三島団地または一

津屋団地を政策空家として続けること、空

き家のまま維持してくことは、なかなか現

実的に困難であると考えております。この

ため、現状どおり鳥飼八町団地での政策空

家を続けていければと考えております。 

 また、鳥飼八町団地の３軒は、今住める

状態かというお問いなんですけれども、今

年の８月に鳥飼八町団地の政策空家の室

内まで確認いたしました。築年数４０年を

超えておりますので、それなりに経年劣化

も見られますが、一時的に生活する分には

問題はないかと考えております。 

 続きまして、今後の市営住宅鳥飼八町団

地の方向性でございますが、確かに４０年

たっておりますので、老朽化も見られます。

第４次総合計画基本計画（改訂版）では、

鳥飼八町団地の建てかえを掲げておりま

すし、指標といたしまして、市営住宅のバ

リアフリー化率も平成３２年度で１０

０％を目標値としております。 

 ただ、現在の社会情勢、昭和の時代に建
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てた公共施設が、これから一斉に建てかえ

期を迎えるという状況を鑑みますと、公共

施設の今後のあり方については、公共施設

等総合管理計画を踏まえた検討が必要と

なってまいります。このため公共施設種別

ごとの今後の方向性を平成３２年度末中

に、各施設所管課が個別施設計画としてお

示しすることとしております。鳥飼八町団

地につきましてもこの中で方向性をお示

ししてまいりたいと考えております。 

 続きまして、一津屋第１団地の外壁塗装

工事の内容なんですけれども、内容といた

しましては、外壁塗装と、それから水道の

受水槽を直圧に切りかえたところが主で

ございます。 

 工事の余剰金が、予算に対して余剰金が

３，５００万円ほど出ておる理由なんです

けれども、予算編成と並行いたしまして、

工事そのものの設計でありましたり、仕様

でありましたりを年度末ぎりぎりまで精

査させていただいたことによるものでご

ざいます。この精査によりまして、工事の

予定価格が当初の予算額から下がりまし

て、この下がった額をもとに業者の選定を

行いましたところ、発注額が８，３００万

円ほどになりまして、その結果、残額とし

て３，５００万円ほどが余剰金となりまし

た。 

 最後に、一津屋第１団地の屋根の件なん

ですけれども、委員がおっしゃるように確

かに今年の台風２１号による強風で部分

的にはがれ落ちております。平成２９年度

の改修工事では、屋根のやりかえや補強等

は含んでおりませんでしたが、その理由と

いたしましては、工事に先駆けて平成２８

年度に実施いたしました一津屋第１団地

の点検において設計業者とともに現場を

確認いたしましたところ、屋根の改修は必

要ないと判断したため、設計からは除外し

たという流れでございます。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 谷内田課長。 

○谷内田財政課長 それでは、私のほうか

らは市営住宅の改修について、その財源、

市営住宅整備基金について答弁申し上げ

ます。 

 まず、今回の市営住宅の改修につきまし

ては、委員からもおっしゃっていただきま

したように国からの交付金、それから市債

を充当いたしております。 

 市債の発行につきましては、全体的な事

業の中で交付税算入の有無でありますと

か、公的資金借り入れによる低利の借り入

れが可能かどうか、そういった観点から市

債の充当を決定いたしておりますが、その

中で市営住宅については、市営住宅の整備

基金、これが平成２８年度末現在で委員か

らもおっしゃっていただいていましたよ

うに、ほぼほぼ底が尽きていたということ

で、市営住宅の基金の充当は断念させてい

ただいておりました。 

 市営住宅の整備基金、平成１２年度に設

置いたしまして、以前は、毎年毎年それな

りの金額の積み立てを行ってまいりまし

た。この積み立てについては、一定ルール

化しておりまして、市営住宅の管理、それ

から市営住宅の業務に携わっていただい

ております職員の人件費、それから市営住

宅整備の際に発行した市債の元利償還金、

これら歳出総額に対して市営住宅の家賃

収入、それから、国からの補助金、そうい

った歳入の差額を見まして、歳入が歳出を

上回っている金額をこれまでは積み立て

を行っておりました。平成１８年度までは、

そういった形で前年度の決算の後、剰余金

の積み立てを行ってまいりましたが、三位
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一体改革の影響によりまして、平成１８年

度から国からの公営住宅家賃対策補助金、

これが廃止されまして、歳出額が歳入額を

上回るようになってしまいました。そのた

め、平成１９年度から利子のみの積み立て

を行ってきたところでございます。そうい

った状況の後、平成２１年度から市営住宅

の建てかえ事業の財源として、この市営住

宅整備基金を取り崩し、平成２５年度末で

９，６６７円となり、それ以降は、基金利

子のみの積み立てを行ってきたという状

況になっております。 

 平成２９年度の状況を見ましても住宅

管理に係る歳出額が歳入額を上回ってお

りまして、これまでのルールでは、基金残

高の増加というのは余り見込めないとい

う状況になっております。市営住宅の改修、

それに対する財源の確保という観点から、

特定目的基金である市営住宅整備基金に

ついては、一定の積み立て、これについて

は改修の検討状況を踏まえて、その基金の

積立額、それから原資について検討してい

く必要があると考えておりまして、そうい

ったところを防災管財課とも十分協議の

上、基金の積み立てについて検討してまい

りたいと考えております。 

 それから、次の経常収支比率、それから

財政力指数等の他市比較の中で、公債費に

係る経常収支比率がやはりまだ他市と比

べて高いということで、公債費に対する対

策としてどういったことをしているのか

という観点から、平成２９年度に繰り上げ

償還、どういったものをしているのかとい

うご質問をいただいておりましたけれど

も、平成２９年度は繰り上げ償還につきま

して、大阪府から借りておりました１億２，

４１８万５，５８９円、これを繰り上げ償

還いたしております。市中銀行から借りて

いるものであったり、政府資金の繰り上げ

償還については、いろいろと当初の約定の

中で繰り上げ償還ができない条項が入っ

ておったり、繰り上げ償還するに当たって

は、違約金、補償金が必要という状況もご

ざいまして、なかなかこちらが意図する繰

り上げ償還というのはできないような状

況ではございますけれども、今年度の負担

軽減、これを勘案いたしまして、繰り上げ

償還できるものについては、財政状況も踏

まえながらきちんと繰り上げ償還を検討

していきたいと考えております。 

 それから、借換債に関しましては、平成

２９年度につきましては、借りかえは実行

いたしておりません。 

 続きまして、予備費についてのご質問で

ございます。予備費と流用、これの使い分

けといいますか、それぞれの考え方につい

て答弁させていただきますが、まず、予備

費については、やはり緊急事態、突発的な

事項に対応するため、予備費を流用して執

行すると。これが基本であると考えており

ます。 

 一方、流用は、当初想定した事業の中で

状況の変化に応じて対応していく必要が

あるものについて、各所管課の中で執行の

段階で再度、事業の実施の優先順位などを

勘案していただいて、こちらの費用を対応

が必要な費用に持っていくという際に流

用という形で対応していただきたいと考

えております。ですから、今回の損害賠償

のように担当課からすれば突発的な状況

といいますか、対応が急遽必要なものとい

う特別な事情があるものについて、予備費

で対応していきたいと。予備費も予算の一

部として当初予算３，０００万円を計上さ

せていただいておりますので、一定の枠が

ある中で色々なことに対応する必要がご
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ざいますので、やはり限られたものに予備

費を使用していきたいと考えております。 

 それから、予備費の決算概要での表記で

す。一応、決算書のほうには当初予算が３，

０００万円あって、それに対して流用で幾

ら減して、最終的な予算現額が幾らという

表記がされております。決算書については、

地方自治法の施行規則等で様式が定まっ

ており、このような表記にさせていただい

ているところですけども、一方の決算概要、

これにつきましては、決算審査するに当た

りまして、資料として内容をさらに充実さ

せた形で提出させていただいているとこ

ろです。 

 この決算概要につきましてもなかなか

レイアウトの制限等ございまして、今のと

ころ、当初予算は表示せず、予算現額のみ

の表示とさせていただいておりますが、決

算概要のレイアウトをこの中での対応で

はなく、予備費の充当の調べ、冒頭につけ

させていただいておりますけれども、こち

らのほうで当初予算額が幾らとか、そうい

った表記をして、決算審査をしていただく

に当たって、充実した資料としていきたい

と考えております。 

 あとこれに関連いたしまして、総務費の

主な流用、どういったものがあるのかとい

うご質問がございました。金額の大きいも

のを幾つか申し上げますと、庁舎整備の総

合管理委託の中で、庁舎内の環境調査業務

の実施、これが急遽、必要になったため１

０９万６，２００円の流用を平成２９年度

担当課のほうから上げてきております。こ

れにつきましては、目内流用ですので、こ

こに挙がっている数字とはまた別になっ

てきますけれども、金額の大きなものとし

ては、そういったものがございます。 

 そのほか、人事課で非常勤職員の表彰制

度廃止に伴った対応でありますとか、そう

いった流用が金額的に少し大きなものに

なっております。 

 以上です。 

○渡辺慎吾委員長 槙納課長。 

○槙納情報政策課長 それでは、統計要覧

の発行について、次回、決算時期に間に合

うのかというお問いについてお答えさせ

ていただきます。 

 今回、平成３０年３月に平成２９年版を

発行後、７月に各課、外部機関等へ統計要

覧のデータを照会させていただきました。

そうしましたら、最新のデータを多く収集

することができました。この更新内容につ

きましては、ホームページに随時更新版と

して掲載いたしております。発行時期を変

更することで、より新しい情報の掲載が可

能となり、また、委員がおっしゃっておら

れます決算資料と合わせての発行も可能

となることから、今後の発行予定といたし

ましては、今年度におきましては、従来ど

おり平成３１年３月末に平成３０年版を

発行し、新たに平成３１年９月頃に平成３

０年度版の発行をいたしたいと考えてお

ります。 

 なお、近隣市の状況といたしましては、

箕面市が年度版を決算資料と合わせて９

月に発行しているところでございます。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 船寺課長。 

○船寺市民税課長 市たばこ税に関連し

た部分についてお答えさせていただきま

す。 

 平成２８年度の市たばこ税の決算額は、

たばこ消費基礎人口１人当たり市町村た

ばこ税収が全国平均の２倍を超えた市町

村が、市町村たばこ税都道府県交付制度に

基づいて大阪府に交付するものでござい
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ますが、それがなぜ平成２８年度のものが

平成２９年度に交付したのかということ

でございますが、制度の内容からいたしま

して、その超えた部分は翌年度の７月まで

に都道府県に交付するということになっ

ておりますので、平成２９年６月に補正予

算を上げていただきまして、約１億９，０

００万円、大阪府に対して交付したもので

ございます。 

 市たばこ税の状況につきましては、平成

２７年度と平成２８年度が特別でありま

すので、平成２７年度と平成２９年度を比

較しますと約７，０００万円の減になって

おります。この減の理由につきましては、

健康志向の高まりや税率の低い電子たば

この普及などによって減収なったのでは

ないかと考えております。 

 また、平成３０年１０月からたばこ税の

税率の変更が行われました結果、平成３０

年度につきましては、一定の増収があるも

のと今は考えております。 

○渡辺慎吾委員長 中西部参事。 

○中西総務部参事 それでは、私のほうか

ら空き家の取り壊しを行った場合の税額

の変動についてお答え申し上げます。 

 賦課期日現在で、特定空き家の勧告を受

けているにもかかわらず、放置されている

家屋、あるいは住宅を取り壊して更地とな

っている場合につきましては、固定資産税、

都市計画税の土地の税額算定に用います

課税標準額の特例措置がなくなります。 

 それに伴いまして、固定資産税、都市計

画税ともに上昇することになります。具体

的税額の試算としまして、路線価格１５万

円の道に隣接しています間口・奥行きが１

０メートルの画地補正がない１００平米

の土地があったと仮定して試算してみま

すと、１００平米の住宅用地につきまして

は、評価額に対し課税標準額が固定資産税

で６分の１、都市計画税で３分の１とする

住宅特例がございますので、路線価格１５

万円掛ける１００平米で算出しました評

価額１，５００万円に対しまして、６分の

１、３分の１のそれぞれの特例率を乗じま

して得た課税標準額に税率、固定資産税で

１．４％、都市計画税で０．３％、それを

乗じまして税額を求めます。そうした場合、

固定資産税で３万５，０００円、都市計画

税で１万５，０００円、合わせますと５万

円の税額となります。 

 それに対しまして、もし非住宅用地とし

て課税した場合は、負担調整措置によりま

して、課税標準額は評価額の７割を上限に

するという規定がございますが、住宅用地

の特例自体がなくなりますので、路線価格

の１５万円掛ける１００平米、掛ける０．

７、掛ける税率という形で税額を求めます。

そうした場合、固定資産税額が１４万７，

０００円、都市計画税額が３万１，５００

円、合わせて１７万８，５００円となりま

して、住宅用地の場合に比べまして、３．

５７倍、税額が上昇するという形になりま

す。 

 以上です。 

○渡辺慎吾委員長 松波室長。 

○松波工事検査室長 それでは、年度末に

検査が多くなることに対して、工事検査室

としてどのような働きかけをしているか

というご質問に対しまして、ご答弁申し上

げます。 

 委員がご指摘のとおり、年度末に検査件

数が集中している状況がございます。平成

２９年度におきましては、全体の完成検査

件数に対する年度末の３月に実施いたし

ました工事及び設計委託の完成検査の割

合で申し上げますと、平成２９年度全体完
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成検査件数３８件中、１８件であり、約４

７％の割合となっております。 

 工事の工程管理としましては、年度当初

に各事業課から事業計画の提出を求めま

して、起案時期、工事の期間につきまして

も確認し、昨年度からは請負工事の発注及

び竣工に係る平準化についての文章を総

務部長名で各事業課に通知しているとこ

ろでございます。 

 また、年度末の工期設定につきましては、

３月末日ではなく、基本的にその年度の３

月１５日を完成日とするように指導して

いるところでございます。 

 以上です。 

○渡辺慎吾委員長 竹下課長。 

○竹下水みどり課長 水みどり課に関連

するご質問、大きくは３点についてご答弁

申し上げます。 

 まず、農業水路管理事業のしゅんせつ負

担金、先ほどご指摘ありました課目名称が

非常にわかりづらいということで、確かに

委員がおっしゃるように、これは市民団体

が清掃等を行っております。 

 一方、排水路費で計上させてもらってい

ますのが、しゅんせつ委託料として予算計

上しております。これどちらがどうなのか

というのは非常にわかりづらいと思いま

すので、予算科目の名称については、でき

れば来年度、是正してまいりたいと考えて

おります。 

 そして、４５万円の不用額に戻りますが、

これについては、地元水利組合、１３団体

が現在、地域の水路のしゅんせつや除草、

清掃を年１回から２回、実施していただい

ております。活動に対して参加者一人につ

き３，０００円を団体に支出しております。

不用額については、当初予算額を平成２２

年度実績の６００人ベースとして算定し

ておりましたが、平成２９年度の参加者が

４５０人に減少したことにより不用額が

発生したものでございます。 

 予算につきましては、団体の実際の清掃

回数や活動人数、この把握が非常に困難な

ところがございましたので、減額いたして

おりませんでしたが、過去５年の推移を見

ましても減少傾向にありますので、参加者

の高齢化や長期的な担い手の不足が原因

と思われますので、団体の代表者から実態

もお聞きしながら現状に見合った予算額

を検討してまいりたいと考えております。 

 ２点目の河原樋ポンプ場、それから五久

樋ポンプ場の運転管理業務委託、これにつ

いては委員がご承知のように、このポンプ

場自身は淀川よりくみ上げて、鳥飼地域か

ら一津屋地域などの農地に農業用水を送

水するためのポンプ施設でございます。 

 業務委託では、ポンプゲートの運転操作、

それから各機器の点検業務、施設内の清掃

などについてシルバー人材センターへ委

託しております。 

 委託仕様書では、ポンプの運転日誌、こ

れについては毎月の提出は規定しており

ます。しかしながら、各設備の点検項目や

報告書の提出については、求めていないの

が現状でございます。 

 最後に、新幹線公園から鳥飼八町までの

さくらづつみ事業の件ですが、その前に新

線組の活動状況ということについてご答

弁申し上げますと、新線組自身は、これも

委員がご承知のように公園内の清掃の美

化活動でしたり、公園の入り口付近で花壇

のほうも植栽をされておられて、緑化活動

にも励んでおられました。 

 ただ、かなり高齢化してきたということ

も原因で、現在では活動を停止されている

と聞いております。 



- 45 - 

 

 これの植栽した樹木の管理、これについ

ては、まずはさくらづつみ事業のほうから

説明させてもらいますと、平成２１年度か

ら平成２４年度の期間において、新幹線公

園から鳥飼八町区間まで、茨木市域を含む

１，７３０メートル神安土地改良区の水路

用地に桜を植栽してまいりました。また、

桜の管理につきましては、樹木の間隔も適

切に植栽しており、日照でも良好な環境で

ございますので、樹木の点検を行っており

ますが、現在のところ、特に剪定等の作業

は行っておりません。 

 次に、茨木市につきましては、河川で分

断された飛び地でもありますので、この植

栽については特に意見もなく了承いただ

いているところでございます。また、土地

所有者である神安土地改良区にも、もとも

と神安土地改良区とさくらづつみについ

ては、協働で進めておりましたので、快く

占用を認めていただいているという状況

でございます。 

 以上です。 

○渡辺慎吾委員長 井上課長。 

○井上道路管理課長 それでは、私のほう

から土木維持作業業務委託における上半

期、下半期のそれぞれの委託先及びその土

木維持作業の業務の内容についてお答え

いたします。 

 まず、土木維持作業業務委託では、市の

管理する道路や施設において必要となる

日常的な維持作業を実施しております。作

業内容に応じて２名もしくは３名の班体

制で、大体１日３班体制で要望等に対応す

る日常作業に当たっております。 

 平成２９年度の委託先でございますが、

事務報告書２４５ページに記載がござい

ます。委員がおっしゃいましたように上半

期、下半期に分けて発注しておりますが、

上半期につきましては、株式会社永商興産、

下半期につきましては、株式会社喜栄建設、

それぞれ指名競争入札で業者が決定して

おります。 

 また、その内容でございますが、同じく

事務報告書２４４ページに、作業内容・処

理件数が記載しております。ごらんのよう

に内容につきましては多岐にわたります

が、その主な内容といたしましては、１行

目、残土処分、これは地域の美化活動等の

発生する残土の回収が主になっておりま

す。５行目の道路清掃、これは草刈りとか、

あと道路の飛散物等の道路清掃をこちら

で行っております。その下の道路施設修理、

これは車どめや柵、これらの修理あるいは

塗装、あと舗装の部分的な修繕もこちらで

含まれております。あと１０行目になりま

すが、不法投棄物及び公園ごみ回収といっ

たところで、年間の処理件数といたしまし

ては、合計、平成２９年度は８７０件とい

うことになっております。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 松田部参事。 

○松田消防本部参事 それでは、報償費の

予算額と決算額の差異についてお答えい

たします。 

 平成２９年度、報償費につきましては、

当初予算額は４３６万１，０００円となっ

てございます。内容につきましては、消防

団員退職報償費が主なものとなっており

ます。この積算根拠といたしまして、直近

の実績値であります平成２７年度の報償

費の決算額４２６万３，６０４円の退団実

績をもとに積算したものとなっておりま

す。また、平成２９年度の報償費の決算額

につきましては２７０万１，６１３円とな

っており、執行率は約６２％となっており、

平成２９年度の３月末を退団日とするこ
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とから、補正するいとまがなく１６５万９，

３８７円の残額となったものでございま

す。消防団には、現在のところ定年制がな

く、地域の事情に応じて、異動等につきま

しては地元消防分団にお願いしており、各

分団の事情もあり、なかなか予算要求時に

は次年度末の退職者数を把握することが

できないのが現状でございます。今後は、

直近の実績だけを積算根拠とするのでは

なく、退団者数の推移等さまざまな要素、

各分団の意見等を踏まえまして、より適正

な予算計上に努めてまいりたいと考えて

おります。 

 ２点目でございますけれども、報償金に

ついての記載についてでございますけれ

ども、報償金は各年度における消防団員退

職者に対する退職報償費、消防団員の勤続

表彰及び前年度退職者に対する表彰記念

物品等の購入代が主なものとなってござ

います。報償金として、退職報償費、表彰

物品等購入を合わせた額の記載となって

おります。報償金の内訳としましては、消

防団退職報償費として２５９万７，０００

円、それと表彰物品等購入費が１０万４，

６１３円となっており、その合計が２７０

万１，６１３円となっております。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 竹下課長。 

○竹下水みどり課長 先ほど私が答弁し

た中で河原樋ポンプ場それから五久樋ポ

ンプ場についてシルバー人材センターと、

今後どのような形でやっていくかという

ご質問の答弁が漏れておりましたので、改

めて答弁申し上げます。 

 今後、この設備の点検項目報告書につい

てなんですけれども、委員がご指摘のよう

に、点検項目に基づいた点検表の作業につ

いては各設備の点検漏れやミスをなくす

ことになりますので、設備の故障などを未

然に防ぐことにもなります。また、報告書

を提出させることで我々も具体的に点検

内容が把握できますので、早期に改善がで

きるようシルバー人材センターとも協議

を行いながら、各種設備の点検項目などを

検討しまして、チェック表を作成してまい

りたいと考えております。 

 以上です。 

○渡辺慎吾委員長 三好委員。 

○三好義治委員 まず、寄附金で総務課の

一般寄附につきましては、松方課長からご

答弁あったとおりだと思いますけど、財政

課長から答弁いただきましたように、各課

にまたがっている部分についてはやはり

目的寄附ということ、これは共通の認識で

よろしいんですね。目的寄附ならば、各課

でそれぞれが受領した中で、寄附をした本

人の意思に基づいて事業が執行なされて

いるかということが今度問われてくると

思うんです。その中で、一般寄附である総

務課のところが受付を行っているふるさ

と納税の部分については、やっぱりまちを

よくしていただきたいという善意の印の

中で納税をしていただいている方たちに

形を見せるためにも、これから事業をそう

いうふるさと納税で行いましたというよ

うな何らかの形が残ることを今後検討し

ていただいたらどうかなと思います。一般

寄附と目的寄附は来年度からはこの資料

は明確になっているということで理解し

ておきます。 

 それから、防災管財課で市営住宅の関係

で、財政課と防災管財課の関係をちょっと

分離して質問していたんですけれども、も

う一括して質問をしたいのは、要は市営住

宅の平成２９年度の収入総額が９，０３９

万５，８１５円なんですね。それで、目的
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基金への積み立てるルール化を谷内田課

長からご答弁されましたけど、平成２９年

度は家賃収入が約９，０００万円あって、

歳出は、当初予算で約１億４，０００万円

のうちの約１億１，８００万円一津屋は第

１団地の改修工事であって、実際に一般経

費で使っているのは、指定管理者制度で使

っているのが千数百万円ですね。それで、

あとは経費関係となるので、毎年必要経費

として見ていくのは２，５００万円前後を

見ていたら十分必要経費でいけるだろう

と。だから、歳入引く歳出で５，０００万

円は家賃収入の中で残ってくるから、その

うちこれまでの公債費もあるけれども、一

括返済できなかったらこれを目的基金の

中に積み立てたらどうですかと言ってい

るんですよ。だから、さっきの答弁でいき

ますと、平成２９年度だけを捉まえて説明

していたけど、あれは一津屋第１団地の２

０年に１回の大規模改修があったからこ

の年度だけは歳入と歳出が逆転している

んだけど、毎年のものを見ていったら、き

っちりと歳入部分でプラスになっていま

す。それを部分的に基金に積み立ててくだ

さいというのと、それから防災管財課のほ

うで入居者に対しては家賃のまず３か月

分が保証金で入りますよね。最低退去する

ときにはその保証金をどれだけ住宅が傷

んで内装にかかるのかわかりませんが、原

則保証金だから全額返さないといけませ

んよね。ほんなら、基金の中に今の居住者

２０５人の保証金は一斉にやめてでも持

っておかないとあかんですよね。民間です

とこれはどえらいことになるんですよね。

保証金を預かっていて、その保証金が使途

不明金というか、どこにプールされている

んですかといったら、本来は持っておかな

いといけませんよね。だから、そういう概

念の中で基金の積み立てを含めて考え方

はどうですかと。一津屋第１団地が平成９

年に建設されて、一津屋第２団地が平成１

１年に建設されているんですよ。予定でい

くと、２年後には一津屋第２団地も大規模

改修をやらなければならないんですね。そ

のときに基金がゼロなんです。だから、改

めて基金の考え方を述べていただきたい

と思います。 

 それから、市営住宅でやっぱり気になる

のが８２２万２，０００円の収入未済額が

あって、この部分についての滞納者で一番

多く滞納されている方でどれだけ減った

のか。一時１７０万円ぐらいを一人で滞納

された方がいたように記憶しているんで

すよ。その方は現在どれぐらいの家賃が残

って、現状としてはもう回収不可能な状態

なのか。その方に対してやっぱり手を差し

伸べることも必要ではないのかなと思っ

ていまして、この点についてお聞かせいた

だきたいと思います。 

 それから、この市営住宅に関してはもっ

といっぱいあるんだけどね、政策空家に対

してでも実際に今年度のことをお話をす

るとぐあい悪いんですけど、台風が来た９

月４日に鳥飼本町４丁目で火災になって

一時避難しなければならない方々を鳥飼

八町団地にご案内したところ、ここでは一

時避難で住みたくないと。こういったこと

を言われているのも実態であって、そのご

近所の方々もやっぱりそういう状況でい

ると思うんですよ。それを名目だけの政策

空家として位置づけて、実際には運用もさ

れないのが本当に政策空家でいいのかと

私は思います。実際に政策空家として残さ

なければならないのだったら、誰が来てで

も、一時避難ででも、やっぱりここで避難

しとこうかと思えるぐらいでないと。今後
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検討していって、どっちみち平成３２年度

まで検討していったら、摂津市の動きから

いったら３年後、５年後の工事になってく

るということは１０年先のことになりま

すよ。それだったら、今、政策空家として

確保しておくんだったら何ぼかの利用も

しながら、ほんまに被災された方々は行先

がなくて本当に困っている中で、鳥飼八町

団地を紹介されても入れるような状況で

はないと思います。こういった政策空家を

持つんだったら、誰でもがそこで一時避難

しておこうかという気持ちになれるよう

な状態に改修をお願いしたいと思うんで

すが、どうですかね。 

 それと、市債発行の基金の考え方、今の

答弁では後出しで、社会資本整備もいつま

で社会資本整備が認められるか今わから

ないような状況なんですよね。安倍政権だ

から社会資本整備という名目の中でいっ

ぱいやってきています。それで、今回実際

にやったのが７，１００万円の市債だけで

あって、結局基金に積み立てていませんで

したといって。私は、基金に積み立ててお

きなさいよと。やり方としては、保証金を

積み立てる方法もあれば、これからの住宅

改修の目的で積み立てる場合もあるし、墓

地管理事業なんかは、使用者が最初に２万

５，０００円を支払います。それで、墓地

全体の維持費としては、８万５，０００円

かかりまして、墓地管理基金に百数十万円

が積み立てられています。こういった目的

基金は、そこの目的に合った基金の運用に

しておかないとあかんのですよ。僕は、最

低保証金見合い分は一括で積み立てとい

たらどうやねんと。出ていくときの保証金

はありません、返す金額はありませんとい

って、お金には名前書いてないですよ。保

証金を預けていますやんかと、その保証金

はどこにあるんですかといって。いや、一

般財源でもうどこに使っているかわかり

ませんと、これが今の実態なんですよね。 

 それと、余り時間がないから、一、二点

だけ。予備費と流用の問題で、これは谷内

田課長が最後にぼそぼそと答弁していた

のは、１１４ページの流用の要は予算現額

と決算額と不用額、この項目の中に当初予

算額が記載できていませんでしたという

ような答弁やって、実際にやっぱりそこは

認めているんですね。だから、予算現額は

３，０００万円が正解なんですよ。それで、

その決算が３７万９,４００円、不用額が

２，９６２万６００円でしたと。予算書を

見たらそうなっていて、もう一つは監査の

資料を見ていてもそうなっているんです

よ。それで、決算概要を見ると当初予算額

の部分がなくなって、予算現額が入ってい

るんですよ。だから、これは本来は３，０

００万円が正解だと思うんですよ。それで、

お金の動きについては予備費ということ

で２件はきっちりと議会承認をいただい

て、款項目の中でのどれに損害賠償額を執

行していったかというやつがそこに載っ

ているから、数字的には合ってきているの

は事実なんです。最後の最後でよくわから

んような一覧表になっている。何でそうな

っているのか教えてください。 

 それと、あとはちょっと確認だけしとき

ますね。基幹統計調査の統計要覧は来年度

のこの時期にはきっちりと事務報告書と

同じように年度をそろえて出せるという

ことで理解しました。 

 それと、固定資産税について、今の報告

によると居宅が建っている土地の税額か

ら居宅を取っ払ったときの税額が、固定資

産税だったら４倍から４．５倍に上がりま

すよ、都市計画税でも２倍ぐらいになると。
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１万５，０００円が３万１，５００円に上

がると。それで、５万円から１７万８，５

００円に上がるから、空き家対策でやって

いただいているのに、一つの解体できない

理由みたいになっています。解体して更地

にしておいて次に目的がなかったら、税額

が上がってしまうから。だから、そういう

ことを固定資産税課と建築課で、市民が不

利益をこうむらないためにどうしたらい

いかというのを一度また検討してくださ

い。これの答弁は結構です。 

 それから、工事検査室の件は、土井部長

のほうに確認したいんですが。今回、私は

工事検査室に対する質問をしながら、道路

管理課を主体にやっていたんです。ところ

が資料を見ていくと、やっぱり道路管理課

から、建築課から、もともと当初予算が組

まれて、それで設計がなされて、建設を行

って、それからあと竣工を迎えるに当たっ

て、それが途中で仕様の変更になって工事

着手が相当おくれている案件が多々見ら

れます。今言いましたように、工事検査室

は総務部長名をもって各課のほうに工事

が集中しないように通知を出されている

ということですが、建設部全体として工事

管理はどのようにやられているのかお答

えいただけますか。 

 あと、もう１件が公園の維持管理で、新

幹線公園の関係で、あそこは約１．７キロ

にわたってさくらづつみがなされて、実際

に法尻から堤防のほうまで摂津市が維持

管理をしているというのが現状だと思う

んですね。僕らも余りわからないけど、河

川法で見ると２０年間専有していたらそ

れなりに協議もできるというようなこと

を伺ったんで、ＪＲ東海の関係もあります

けど、将来的にそういったことを摂津市域

との境界を整理できないものかと私は思

っております。きょうは一応投げかけだけ

しておきますので、答弁は要りませんけれ

ども、ああいういびつな市域の区割り、茨

木市と摂津市の境界を今後整理していく

必要があるのではないかという私は思い

を持っておりますので、また改めてこの件

については調査した上で質問していきた

いと思いますけど、そういう事実関係をお

互いに整理をしておきたいなということ

で要望しておきます。 

 消防本部につきましては、なかなか退職

者はわからないかもわからないけど、共済

からおりる部分だから申請したらそれな

りにおりてくることになっていると思い

ますけど、やっぱり予算管理とね。退職補

充ということもやっぱり見据えなければ

ならないので、消防団の方々がやむなく退

職する方々もおられるかもわかりません

けど、それなりにやっぱり把握をしながら。

それで、欠員ができたらすぐに補充ができ

る体制をとらないとあかんので、その辺も

また今後検討しておいてくださいね。 

 以上で、２回目終わります。 

○渡辺慎吾委員長 川西課長。 

○川西防災管財課長 では、市営住宅につ

いてのお問いにお答えいたします。 

 まず、収入未済額８２２万２，０００円

について、滞納の方を具体的にというお話

なんですけれども、ここで申し上げられる

ところまで申し上げますと、一番滞納があ

る方で大体１５０万円強ぐらい、１６０万

円切れるぐらいの額がございます。ケース

といたしましては事業に失敗されてとい

うところでございまして、分割誓約をいた

だいていて分割で納めていただいており

ますが、現在の家賃もございますので、分

割も滞ったり払ったりを繰り返しており

まして、額としてはふえも減りもしないよ
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うな状態を数か月間続けておられます。 

 あと、政策空家の件なんですけれども、

誰が来てもすぐに入っていただけるよう

な状態をつくるというのは当然のことな

んですけれども、現在まだ部屋の中が掃除

が行き届いていなかったり、若干床がきし

む部分もございますので、このあたりはメ

ンテナンスに努めていきたいと考えてお

ります。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 谷内田課長。 

○谷内田財政課長 それでは、市営住宅の

積み立ての件につきまして、数字を追って、

もう一度ご説明させていただきたいと思

います。 

 歳出のほう、住宅管理費改修工事があっ

たということで委員からもご指摘いただ

いておりますけれども、決算書の住宅管理

費決算額１億１，３１２万５９円、これが

住宅管理費の総合計になっておりますが、

ここから改修工事８，３６０万２，８００

円それから改修工事に係る管理委託３２

４万円、これを差し引きまして、あと市営

住宅に係る公債費、これが平成２９年度で

７，０３５万５，０９２円ございました。

内容といたしましては、決算概要の２０ペ

ージをご覧いただきたいと思うんですけ

れども、こちらのほうに（８）の公営住宅

という欄がございますが、こちらのほうで

元金が５，８００万円余り、それから利子

が１，２００万円近くということで、合計

７，０３５万５，０９２円あるという状況

になっております。これを住宅管理費から

改修工事費管理委託料を差し引いて公債

費を合計いたしますと９，６６３万２，３

５１円という数字になってまいります。一

方、収入のほうは家賃収入、それから光熱

水費負担金、入居者負担金、これらの三つ

の合計が９，２６５万１，９７８円となっ

ておりまして、歳入よりも歳出のほうが多

い状況ということになっております。先ほ

ども申し上げましたように平成２９年度

もやはり歳出のほうが多いという形にな

っておりますので、委員からもご提案いた

だいておりますように、基金の積み立ての

ルールにつきましてはこれまでのルール

とは少し違って、別のルールを検討してい

く必要があると考えております。 

 以上です。 

○渡辺慎吾委員長 井口総務部長。 

○井口総務部長 それでは、予備費の件で

ご答弁申し上げます。 

 確かに行政委員会事務局が出しておら

れます決算意見書につきましては、決算書

をもとに審査した結果ということで、決算

書に基づく表記をされておられます。会計

室のほうでつくられました決算書につき

ましては、当初予算で３，０００万円とい

う表記になっております。一方で財政課が

つくっておりますこの決算概要につきま

しては、参考資料という位置づけでござい

ますけれども、よりわかりやすく事業内容

が皆さんにご理解いただけるようにとい

う形でつくっているんですけれども、逆に

簡略し過ぎてわかりづらくなっているの

も実態でございます。今後、参考資料でご

ざいますので本当に参考になる資料かど

うかということをもう一度原点に返って、

表記についてももう一度精査していきた

いと思います。 

○渡辺慎吾委員長 土井部長。 

○土井建設部長 それでは、道路工事の管

理についてのご質問にお答えさせていた

だきます。 

 道路の工事発注につきましては先ほど

ありましたように、できるだけ早く発注す
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るようにとの通達もある中で、当初から決

まっている工事につきましては順次発注

をするように努めているところです。特に

舗装の補修につきましては、おおむね年間

で７か所ほどの舗装工事をやっており、１

か月ごとに順次発注しているような状況

でございますけれども、やはり現場での調

整などもありまして中には当初どおりい

かない工事、若干ずれる工事もあるという

状況でございます。また、道路の修繕につ

きましては、いろいろその時々で発注する

工事でございますので、どうしても上半期

で処理をするというような対応はなかな

か難しく、また、予算の執行状況によって

はどうしても年度末に工事が重なってし

まうというようなこともございます。しか

し、工事発注につきましては、やはり３月

末の工事が集中しますと担当者も非常に

業務上大変な状況にもなりますことから、

これからもできるだけ計画的に、できるだ

け前倒しで工事を発注していけるように

努めてまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○渡辺慎吾委員長 三好委員。 

○三好義治委員 公営住宅の基金につい

てはなかなか理解を示してくれなくて、も

うちょっとしっかりと基金を積み立てて

いくという答弁を期待していたんだけど、

その財政運営の昨年度の話をさせてもら

うと、公営住宅の現在高は確かに７億８，

３９５万１，２０４円、この発行が７，１

００万円です。元金償還が５，８３７万円

の元金償還です。市債を発行するときの原

理原則としては、全体の市債発行額の元金

を超えない市債発行額に定めよと言って

いるのはトータル的には理解します。私は

教育委員会にしてでも、各部門に関して市

債を発行するんだったら元金償還を上回

らない借り入れをね、そういったことを原

理原則としながら、今日まで質問してきた

つもりなんですよ。今回の場合は元金償還

を大幅に上回った予算だったので、もとも

と９，０００万円ね、あなた方がそこまで

私が質問しているやつに対して抵抗され

ているんだったら、私はその基金のあり方

を新たに聞きたい。市債の発行は、もとも

とその市営住宅の三島団地を建てるとき

におおよそ予想がされていたので、我々は

基金の積み立てをやりましょうよと、市債

の発行額はできるだけ抑えておこうやん

かということで、国の補助金をもらいなが

らやってきた。今の答弁を聞いていたら、

僕の質問が全くおかしいと言われている

ような答弁にしか聞こえへんかった。もう

一回言いますが、基金の運用、今１万円し

かないものを今後どないしてやっていく

のか。それから保証金、市民からいただい

ている保証金はどこにあるんですか。これ

について１点は、市債の発行額が元金を上

回らない発行以上に発行したこの一つの

事実。それから、公営住宅の保証金の３か

月分、２０５世帯の本来プールしとかなけ

ればならない保証金、今後市営住宅建設並

びに大規模改修のための予算充当をどな

い考えているのか、明らかにご答弁いただ

きたいと思います。先ほどの答弁だったら、

私は何か質問していることをばかにされ

ているように聞こえたので、改めて整理し

てご答弁をお願いしたいと思います。 

○渡辺慎吾委員長 暫時休憩いたします。 

（午後３時    休憩） 

（午後３時２８分 再開） 

○渡辺慎吾委員長 再開いたします。 

 答弁を求めます。 

 谷内田課長。 

○谷内田財政課長 それでは、市営住宅の



- 52 - 

 

整備基金について、お答えいたします。 

 委員からもご指摘いただいていますと

おり、市営住宅整備基金の重要性につきま

しては認識しておりまして、今後、一津屋

第２団地の改修等も控えております。そう

いった状況も踏まえながら、きちんと財源

の確保に努めてまいりたいと考えている

ところでございます。 

 また、入居時の敷金につきましては、現

在、歳計外として管理いたしておりますけ

れども、これも合わせまして、基金の積み

立てをし、管理していくことを検討してい

きたいと考えております。 

 以上です。 

○渡辺慎吾委員長 三好委員の質問が終

わりました。 

 村上委員。 

○村上英明委員 平成２９年度の決算と

いうことで、今まで重複した質問等々も踏

まえて、絞ってということで、２問だけに

させていただきたいと思っております。 

 １点目は、決算書の２６ページのところ

で、不納欠損額が計上されております。今

回、この不納欠損を処理された内容につい

て、お尋ねをしたいんですが、平成２８年

度につきましては、不納欠損の処理に当た

っては、この地方税法第１５条関係による

執行停止、また、５年間時効による消滅と

いうことで、二つが事務報告書に記載され

ているわけでございますけれども、平成２

８年度におきましては、５年間時効による

消滅のほうが多いということであります

けれども、この平成２９年度につきまして

はその逆で、地方税法１５条による部分が

全体の約４分の３で、５年間時効による消

滅が約４分の１ということになっており

ますけれども、この不納欠損を処理した内

容とこれまでの対応の取り組みについて、

お尋ねをしたいなと思います。 

 ２点目なんですが、決算概要の１２８ペ

ージのところで、消防署の部分でございま

す。 

 救助活動事業という中にありまして、消

防器具費が購入されているという決算に

なっておりますけれども、この購入された

内容について、お尋ねをしたいなと思いま

す。 

 以上、２点です。 

○渡辺慎吾委員長 早川課長。 

○早川納税課長 それでは、不納欠損につ

いて、ご答弁申し上げます。 

 不納欠損額が増加した主な原因として

は、執行停止後に即時消滅としたものに、

高額なものが数件あったことによるもの

です。 

 内容としては、個人市民税で８５０万円

を超えるものが１件、固定資産税・都市計

画税で６５０万円超えが１件で、どちらも

破産終了や相続人がいないことにより徴

収不納と判断し、執行停止の手続を行うと

ともに、今後の徴収見込みも皆無であるこ

とから即時消滅とし、不納欠損処理を行っ

たものです。 

 ただ、平成２４年度以降の傾向としては、

金額、人数、件数ともに減少の傾向にあり、

平成２４年度と比較させていただきます

と、約４，６００万円、６０％の減となっ

ております。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 幸田課長。 

○幸田警防第１課長 村上委員のご質問

に係る救助活動事業の消防器具費の内容

についてでございますが、空気式自立型救

助マットと水難救助活動用のウエットス

ーツ３着を購入しております。 

 まず、空気式の自立型救助マットでござ
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いますけれども、救助隊の編成、装備及び

配置の基準を定める省令というのがござ

いまして、それで、備えなければならない

救助器具として定められております。 

 高所からの緊急的な脱出、自損行為や転

落事故の可能性がある場合に、その下で使

用するというものでございます。 

 購入の経緯につきましては、平成２年の

救助工作車更新時、これから特段、期限を

決められておりませんでしたけれども、愛

護的に使用しておりまして、救助資機材の

一つとして、約２７年間使用しておりまし

たけれども、万が一の修繕対応ができる業

者がもう存在しないこと。あと、経年劣化、

それを勘案して更新いたしました。 

 また、水難救助用のウエットスーツでご

ざいますけれども、水難救助現場におきま

して、水上オートバイや水難救助艇である

シースレッドでの活動、水中に潜水しての

救助活動ですね、それらの災害現場に備え

た潜水訓練等に使用しております。 

 平成２８年度から平成３０年度にかけ

て、３か年で３着ずつ購入する計画になっ

ていまして、計９着、購入の計画になって

おりまして、平成２９年度は３着の購入で

す。 

 この理由につきましては、平成８年購入

のものが２着、平成１８年度購入のものが

５着、計７着あったんですけれども、災害

現場での痛みや経年劣化によるファスナ

ー部分等の破損等が頻回に生じておりま

して、メーカーが示しておる製品の耐用年

数でもある５年を大幅に経過しておった

ということもあって、迅速な救助活動や隊

員の安全管理に支障があると判断し、更新

に至った次第で購入しております。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 村上委員。 

○村上英明委員 では、それでは、１点目

の税の関係でございます。 

 今回、平成２９年度で見れば、この市税

全体で見れば、予算額よりも決算額のほう

が上回っているということであれば、いろ

いろと手だてをされたというか、努力をさ

れた部分も、この市税収入という面ではあ

るのかなと思うんですが、この不納欠損

等々もそうなんですけれども、やはり、極

力、不納欠損等にならないような取り組み

というのも、一部では大切なのかなと。 

 市民の方々、この税の負担の公平性、ま

た、使用する公平性等々踏まえれば、これ

からもしっかりと不納欠損対応を、やむな

しという方もおられるかもしれませんけ

れども、そういう丁寧なといいますか、そ

の資産状況をしっかりと踏まえながら、こ

れはしっかりとこれからも取り組んでい

っていただきたいなということで、要望と

させていただきます。 

 次の消防の部分でございます。 

 救助活動事業ということで、この消防器

具費、耐用年数を超えているウエットスー

ツ等々を購入されたと、あと、空気式の自

立型マット等を購入されたということで

ございますけれども、これは、消防器具費

ということではないんですが、平成２９年

６月に旧の味舌小学校の取り壊し等々が

ございました。 

 その部分の建物を使って、救助訓練等々

されたと思うんですが、そのときの内容な

どをお尋ねしたいなと思います。 

○渡辺慎吾委員長 幸田課長。 

○幸田警防第１課長 村上委員、２回目の

ご質問の旧味舌スポーツセンターを活用

した訓練についてお答えいたします。 

 実施期間につきましては、平成２９年６

月５日から６月１３日までの９日間で、摂
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津市消防署が１４回、延べ８７名、吹田市

消防本部にも参加を呼びかけましたとこ

ろ、１２回、延べ４８名の隊員が参加され

ております。 

 訓練した内容につきましては、ブリーチ

ング、コンクリートに穴を打って救出する

ような訓練なんですけども、救助技術を用

いた訓練、窓からの降下訓練、教室を密閉

して、煙を充満させ、屋内を検索するよう

な訓練、三連はしごを用いた訓練等、取り

壊しの予定の建物であっても、いかに最小

限の破壊で最大の効果があるかというこ

とを考えながら活動することができて、ま

た、取り壊し予定であるからこそできた、

災害を想定した訓練、壊すということがで

きたということであって、参加隊員からは、

またとない貴重な経験ができたとの意見

が多数ございました。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 村上委員。 

○村上英明委員 そういう建物を使って

の訓練って、そう回数がないということで、

貴重な訓練になったのではないのかなと

思います。 

 これは、こういうことは有事として、な

いことを願うばかりなんですけれども、そ

ういうことがあったときのために、やはり、

こういう解体できるというか、そういう計

画のある建物を使ったこういう訓練とい

うのは、市の訓練として、本当に必要なこ

とだと思うんですね。 

 そういう意味で、要望とさせていただい

ておりますけれども、こういう公立の建物

等々については、数も少ないということで、

例えば、建築課と連携を取りながら、民間

の建物、解体するような、そういう情報が

あれば、それを、例えば使わせてもらうと

かいうことも含めて、これから検討をして

いっていただきたいなということで、要望

として申し上げておきます。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 村上委員の質問が終

わりました。 

 暫時休憩いたします。 

（午後３時３７分 休憩） 

（午後３時３８分 再開） 

○渡辺慎吾委員長 再開します。 

 以上で総務部、建設部、消防本部所管分

の質疑を終わります。 

 本日の委員会はこの程度にとどめ、散会

します。 

（午後３時３９分 散会） 
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